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第２ 事業の概要 

1 法人運営 

 

（１）学校法人盛岡大学中期計画（令和元年度～令和５年度）」の推進について 

少子化の進展に伴う就学人口の減少等により、学校法人を取り巻く経営環境は一

層厳しさを増しており、こうした中で本法人が将来にわたり、建学の精神と教育理

念達成を志向し、学生・生徒等やステークホルダーの信頼と期待に応え、その役割

と社会的使命を果たすため、中長期的な視点から将来の経営状況を見通して中期計

画を策定している。 

策定にあたっての基本的な考え方として教学、人事、施設、財務においての 4

つの目標と 8 つの重点項目を定めて、その着実な実行により本法人のさらなる充

実・発展を目指すものである。中期計画の 4 年目となる令和 4 年度において、その

達成に向けて全教職員が一丸となって取り組んだ。 

＜目標＞ 

①教育研究活動の改善及び質の向上                               

②業務運営の効率化を目的とした事務組織・人事体制の見直し 

③施設設備整備計画による環境の整備 

④財務内容の改善による経営基盤の強化 

＜重点項目＞ 

①教育研究活動の改善及び質の向上を図る。 

②組織運営、管理体制を整備し、ガバナンス機能の改善・強化を図る。 

③人事体制の整備を進め適正化を図る。 

④施設設備の整備を進め、教育研究環境の充実を図る。 

⑤財政基盤の安定化を図る。 

⑥設置校の将来構想について検討する。 

⑦法人内の各学校間の連携を強化する。 

⑧法人及び盛岡大学の周年事業を実施する。 

 

（２）令和 4 年度学生・生徒・園児数について 

  法人全体での学生・生徒・園児の総数は 2,526 人であり、収容定員 2,401 人を

125 人上回ったが、盛岡大学文学部児童教育学科、栄養科学部、盛岡大学短期大

学部、盛岡大学附属幼稚園については収容定員を下回った。（在籍者数等の詳細

については、Ｐ10「7 入学者数及び学生・生徒・園児数」参照。） 

 

（３）幼保連携型認定こども園盛岡大学附属幼稚園開園 

厨川幼稚園と松園幼稚園を統合し、厨川校地に令和 4 年 4 月 1 日、幼保連携

型認定こども園盛岡大学附属幼稚園を開園した。 

 

（４）財政健全化への取り組みについて 

     学校法人盛岡大学中期計画（令和元年度～令和 5 年度）」の重点項目「財政基 

    盤の安定化」について、引き続き財政の健全化へ向けて取り組んだ。 

（財務状況の詳細については、Ｐ41「第３ 財務の概要」参照） 
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（５）法人全体の DX 推進について 

法人事務部門においてデータとデジタル技術を活用して、事務の効率化を図

り、もって円滑な法人運営を遂行するため、学校法人盛岡大学 DX 委員会が中心

となり、令和 4 年度 DX 活動スケジュールに沿って取組みを進めた。 

 

（６）スクールバス運行の改善、見直しについて 

学生の経済的負担の軽減、利便性の大幅な向上を図り、通学環境を改善し、

より教育環境の活性化を推進するため、スクールバス全路線及び岩手県北バス

盛岡大学線の無料化を決定した。 

 

（７）既存施設の改修・整備等について 

ア 砂込キャンパスにおいて、本校舎と大学図書館のネットワーク基幹光ケーブル

及び 14 教室のプロジェクター等視聴覚機器の更新並びに大学体育館へのネット

ワーク光ケーブルの新規敷設、大学体育館アリーナのフローリング改修工事を行

った。また、美術室、音楽室、演習室等 8 教室へのエアコンの設置及び本校舎 1

階学生トイレへウォシュレット便座及び自動照明装置を設置した。更に、パソコ

ン 3 教室及びバスターミナル周辺の Wi—Fi 環境の拡充を進めた。 

イ 附属高校において、進路指導室他 4 室及び特進棟の大演習室他 7 室へエアコン

を設置した。また、普通教室 16 室へプロジェクター等視聴覚機器を新規に導入

した。 

   ウ 全施設において、補修工事を行い教育環境の維持に努めた。 

 

（８）新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について 

ア 学校法人盛岡大学危機管理本部会議及び新型コロナウイルス感染症対策本部、

またウエルネスセンターにおいて、引き続き新型コロナウイルス感染症拡大防止

に向けた対応を行った。 

イ ウエルネスセンターにおいて、新型コロナウイルスの濃厚接触者及び接触者の

特定を迅速に行い、学内における感染拡大を防ぐとともに、学外教育活動、部活・

サークル活動、家庭内感染等についての感染防止策強化・徹底を図った。 

 

   (９) 新型コロナワクチン大学拠点接種（職域接種）について 

ワクチン接種（大学拠点接種）は文部科学省の要請に従い、新型コロナワク

チン接種に関する地域の負担軽減とともに、接種の加速化を図るため、自治体

接種に影響を与えないよう、医療従事者や会場などを自ら確保することを前提

に本学の教職員や学生のみならず、近隣の教育関係者、エッセンシャルワーカ

ーに対してもワクチン接種を次の通り実施した。 

   ア 実施期間 

    ・3 回目接種 

     令和 4 年 3 月 22 日から令和 4 年 8 月 4 日 

    ・4,5 回目接種 

令和 4 年 11 月 7 日から令和 5 年 3 月 14 日（オミクロン対応ワクチン） 

   イ 接種実績 

    ・3 回目接種 958 名 

    ・4,5 回目接種（オミクロン対応ワクチン） 707 名  
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（10）寄付金募集について 

キャンパスの整備や施設設備の充実等、学生、生徒が一層学びやすく快適に

過ごせる修学環境の整備に向けた募金計画を立てた。 

 

（11）細川泰子記念礼拝堂について 

歴史的建造物である「細川泰子記念礼拝堂」を登録有形文化財として申請す

ることとが決定した。 

 

 

 

 



２ 設置する各学校の運営 

（１）盛岡大学

令和４年度事業報告 - これからの時代を生き抜く知の体力を育成する大学へ – 

＜目標＞ 

Ⅰ 地域における本学の特徴の明確化と伸長 

Ⅱ 学修者本位の教育の充実 

Ⅲ 組織的な学生支援の確立 

重点項目 課題 課題達成後の状況 達成方策 目標達成状況 実施部署 

① 建学の精神に基づく人間

育成力

② 定員充足力

③ 教育改革力

ウ、高大接続改革への取り組み

ア．学部・学科の特長の明確化

イ．入学者確保の戦略

エ．学習成果の把握・可視化

オ．学習成果の向上（教育の質保証）

 附属高校・公立高校との連携

 学科の特長の明確化と入学者確保の戦略を

組み合わせることで厳しさを増す市場環境に

おいても定員確保を安定的に達成する。

 学習成果の把握・可視化を通して学習成果

の向上のための方略及び教育法を確立す

る。

① 附属高校との間で英語教育における連携を模索す

る。 →CAN-DO リストのシェア

※ CEFR（ヨーロッパ言語共通参照枠）のような外国語の学習

者の習得状況を示す際に用いられるガイドラインを附属高

校と協力で設定し、高校・大学における連携した英語教育

を構築する共通基盤を作る試みを行う。

① 新カリキュラム、そして、海外・国内語学研修の内容

を、広告媒体を通して広く発信する。

② 学科の特長を魅力として発信する独自の広告媒体

を作成し、学外へ積極的に発信する。

③ 英語力向上に向けた CAN-DO リストの作成・実施

する。

※ 附属高校との間で英語教育における連携を模索する中で

作成する CAN-DO リストの取り組みと同時に行う。

① TOEIC 試験その他英語試験に対する傾向と対策の

研究を行う。

② 海外・国内語学研修との連携を通して各種試験にお

ける成果の向上を図る。

③ 教員採用試験に対する傾向と対策を行い、具体的

な目標設定を行う。

附属高校とはリス

トのシェアを行っ

た。

広告媒体や SNS

等を用いて、発信

することができた。 

英語力を測定する

ための英語外部試

験を実施。また、

TOEIC では 900 点

を超える学生もい

た。教員採用試験

では、本採用はな

らなかったが、３名

が講師となった。 

英語文化学科 

担当部署 記入責任者 

英語文化学科 

（職氏名） 

学科長  新沼 史和 



令和４年度盛岡大学 文学部 事業報告 ― これからの時代を生き抜く知の体力を育成する大学へ ー 

＜目標＞ 

Ⅰ 地域における本学の特徴の明確化と伸長 

Ⅱ 学修者本位の教育の充実 

Ⅲ 組織的な学生支援の確立 

重点項目 令和 4 年度の課題 課題達成後の状況 達成方策 目標達成状況 実施部署 

3  教育改革力 

4  学修支援力 

基礎学力（古文・漢文）、プレゼン

テーション力の強化

留年率・就職率の改善 

専門的学修段階へのスムーズな

移行、就職活動等での活用 

修業年限で卒業し、社会に出る

学生数の増加 

日本語学演習（古典語）・漢文基礎演習・各演習

科目で実践的に強化する① 

卒論指導教員、４年次及び Z 組のクラス担任が

各担当学生の動向を把握し助言等を行う② 

日本語学演習（古典語）Ⅰでは、用言の活用に関する小テストの正答率

の向上（４月：50.0%→７月：73.8%）が確認できた。この他、漢文基礎演習

や各種演習科目においても、基礎学力やプレゼンテーション力の強化を

意識した指導を行った。 

クラス担任や卒業研究指導教員が学生との対話を意識して指導した

が、留年率は 20.0%（前年 15.3%）に増加した。留年者の半数（８名）は Z

組であるため、担任、卒業研究指導教員を始め学科全体で対応し改善

に努めたい。

日本文学科  

2  定員充足力 

3  教育改革力 

4  学修支援力 

入学者の安定的確保 

卒業研究の強化 

カリキュラム（専門科目）の適正

化

学生間のコミュニケーションの活

性化 

学科の教育及び研究の継続的

な発展 

専門的学修内容が深化 

専門科目が適正化されたカリキ

ュラム（東北文学、近現代文学、

漢文学、書道）の導入・実施によ

り、教育効果が向上 

人間関係の構築に慣れ、孤立化

の予防 

高校訪問等の際に、学科の教育・研究の特色及

び入試特待生制度について周知する③ 

日本文学科賞を継続的に実施する④ 

令和 4 年度入学生から一部改訂したカリキュラ

ム（専門科目）を年次進行で導入・実施する⑤

日本文学会の諸活動や研修旅行等を活用する

⑥ 

春季高校訪問、オープンキャンパスを始めあらゆる機会をとらえて本学

科の特色等について説明し、定員を充足すべく努力した結果、70 名の

新入生を迎えることができた。漸減傾向に歯止めをかけるため、学科の

教育・研究の特色等を高校に対して一層周知する必要がある。 

本年度提出された卒業研究論文について、面接試験を経て第 15 回日

本文学科賞大賞 1 名、優秀賞１名、奨励賞 6 名が選出され、例年を上

回る受賞者数となった。『日本文学会学生紀要』に大賞、優秀賞の全文

を掲載するとともに、結果を在学生に周知して卒業研究への意欲喚起を

図った。 

令和 4年度入学生からカリキュラムを一部改訂してカリキュラム（専門科

目）の適正化を図り、年次進行で実施している。 

コロナ禍により研修旅行は中止したが、感染予防に留意して研究会活

動を実施するとともに日本文学会春季大会及び秋季大会を開催するな

ど学生間のコミュニケーションの活性化を図った。

担当部署 記入責任者 

日本文学科 遠 藤 可奈子 

－ 15 －



令和 4 年度事業報告  

― これからの時代を生き抜く知の体力を育成する大学へ ー 

＜目標＞ 

Ⅰ 地域における本学の特徴の明確化と伸長 

Ⅱ 学修者本位の教育の充実 

Ⅲ 組織的な学生支援の確立 

重点項目 課題 課題達成後の状況 達成方策 目標達成状況 実施部署 

②定員充足力

③教育改革力

④学修支援力

入学者の安定的確保 

主体的学修への転換 

教育課程の見直し（DP・

CP・AP との連結） 

教育課程の見直し（DP・

CP・AP との連結） 

初年次教育の改善 

教員の研究・教育の質の

向上 

社会学・文化人類学・歴史学・考古学等の科目におけるフィールドワークおよび学外

授業のさらなる充実を図ることによって安定した入学者を得ることができる。（広報） 

研究の発展。 

柔軟な入試体制を取ることにより、安定した入学者を得ることができる。 

主体的学修を行うことによって、自考動型の学生が増加する。 

海外フィールドワークの実現を目指す。 

グローバリゼーションに対応した学生が育つ。 

国内フィールドワークの充実を図る。 

ローカリゼーションに対応した学生が育つ。

初年次教育の充実。 

専門的な学修内容を強化できる。 

岩手県内を中心とする地域貢献ができる。 

ホームページや、高校訪問の際に学科の教育内容、研究

について周知する。

入試改革 

グループワーク、プレゼンテーションなどを通じて、自己認

識力を高める。 

状況収集、予算の確保 

履修方法の見直し 

状況収集、予算の確保 

履修方法の見直し 

基礎ゼミについて検討する。 

科学研究費助成金やその他の外部資金あるいは盛岡大

学学術助成金等の獲得、ならびに学会活動や研究調査を

学科全体でサポートする。 

比較文化研究センター研究誌『比較文化研究』の拡充と普

及に努める。 

教員による情報提供や助言等を通じて、地元はもとより関

東地区や全国区をも視野に入れた就職活動の推進を図

り、就職率 90％台後半の維持に努める。 

教職課程担当教員を学科全体でサポートすることを通じ

て、教員採用実績のさらなる蓄積を目指す。 

学芸員養成課程の教育内容を改善・拡充することを通じ

て、当分野における就職実績のさらなる蓄積を目指す。 

積極的に情報

発信し、達成で

きている。 

より質の高い入

学生を確保する

ために検討を継

続。 

ゼミでの指導を

中心に達成でき

ている。 

コロナ禍により、

慎重に検討中。

コロナ禍にも関

わらず、ほぼ計

画どおり実施し

た。

カリキュラム専

門委員会等の

議論と平行して

検討中。

『 比 較 文 化 研

究 』 の 刊 行 な

ど、達成できて

いる。

例年並みの就

職率を達成でき

る見通しをもっ

ている。

社会文化学科 

担当部署 記入責任者 

社会文化学科 教授 清水晋作 



令和４年度事業報告  - これからの時代を生き抜く知の体力を育成する大学へ - 

＜目標＞ 

Ⅰ 地域における本学の特徴の明確化と伸長 

Ⅱ 学修者本位の教育の充実 

Ⅲ 組織的な学生支援の確立 

重点項目 令和４年度の課題 課題達成後の状況 達成方策 目標達成状況 実施部署 

２．定員充足力 

３．教育改革力 

ア 学部学科の特徴の明確化

イ 入学者確保の戦略

エ 学修成果の把握・可視化

オ 学修成果の向上(教育の質保証）

１ コミュニケーション力の向上 

①専門職就職率の向上

②高等学校教員からの評価の向上

③職場における評価の向上

④口コミによる志願者の増加

１．学科魅力の再構築の実行・評価およびカリキュラム

の評価  

a) 学科魅力の再構築としてコミュニケーション力を育

成する。 

(1) 教養の必修科目とした「社会人コミュニケーション」

の開講に向けてシラバスの作成，担当者の決定など所

要の準備を行う。

おおむね順調に進

展しているが，授

業の運営等には

課題が認められ

る。 

教務・系代表・

学科長 

(2) レクリエーション・インストラクター関連科目を開講

し，担当者のスキルアップを図りながら，養成を円滑に

進める。

おおむね順調に進

展している。 

関連科目の受講者

は 10 数名おり，授

業は順調に進めら

れている。代表担

当者はレクリエーシ

ョン協会の研修を

受講しスキルアップ

を図っている。 

科目担当者 

(3) コミュニケーション力の評価尺度の整備・活用を進め

ながら今後の評価計画を策定する。

コミュニケーション

力の測定及びその

分析について，次

のような計画を作

成し，おおむね順

調に進展している。

①独自に作成した

「共感性」「アサーシ

ョン」「チームワー

ク」の３尺度により１

年次・３年次・４年

次のコミュニケーシ

ョン力の変化を含

む 実 態 を 測 定 す

評価部会・学科

長 

担当部署 記入責任者 

児童教育学科 

（職氏名） 

児童教育学科長 

間處 耕吉 

－ 16 －



る。 

②その結果と科目

の受講歴等との関

連を分析し，コミュ

ニケーション力に寄

与する授業経験を

検討するとともにカ

リキュラム改善に役

立てる。これにもと

づき，まずは３尺度

を用いた実態調査

を行った。

(4)カリキュラム評価のため，カリキュラムマップを整備

し，教員・学生共に達成状況が可視化しうる環境を整備

する。

マップと３ポリシー

の齟齬を解消したカ

リキュラムマップに

より，おおむね順調

に進展している。

教務・系代表・

学科長 

(5)「学修成果」に関する情報収集・共有を進め DP 等に

適った成果の内容を確定する。（令和 2 年度下半期～）

遅れている。 

令和２年度末に学

科内での情報収集・

共有を開始したが，

大学・学部全体の

方針の確定が今年

度末となったことか

ら，学科の学修成

果および評価体制

はいまだ検討中で

ある。 

系代表・学科長 

３．教育改革力 エ 学修成果の把握・可視化

オ 学修成果の向上(教育の質保証）

2-1 基礎学力の向上

2-2 大学での学習意欲の向上

※専門職就職率への波及

2-3 授業力の向上

２．入学前教育の実行・評価・改善 

a) 入学前教育の内容・方法の改善・評価を実施する

(1) スクーリングの実施により入学前教育の必要性の理

解・入学後の学習への意欲向上を促進し，アンケート等

による評価を行う。

評定不能 

令和２年度以降，コ

ロナ感染防止のた

めスクーリングを中

止した。

入学前教育担

当 

(2) テキスト学習および課題図書の読解・レポート作成

について教員グループによる支援を継続する。

おおむね順調に進

展している。 

主要５教科のテキ

スト学習，課題図書

の読解とレポート作

成について，担当

教員グループを定

め，採点結果・コメ

ントのフィードバック

学科教員全員 



を行った。なお，今

年度は採点時に解

答用紙に○×を付

さず，正答を自分で

調べさせる形をとる

ことで，自己学習の

機会を増やし定着

を図ること，課題図

書も前後半に二分

し，前半のフィード

バックが後半の学

習のサポートとなる

ようアドバイスする

ことの２点を改良点

とした。これにより

入学前教育の成果

の可視化が促進さ

れるよう企図した。

しかしながら，成果

測定のための基礎

学力診断テストは，

コロナ禍の影響で

中止したため，昨年

度同様，評価は今

後の結果に俟つこ

ととなる。

b) 教育現場で求められる資質能力に対応した教育を

充実させる 

(1) ICT 活用授業の推進

(2) 独自の FD による授業実践力の向上

（１）④遅れている。

学科会等でTeams

を活用することは進

んでいるが， ICT機

器の授業への活用

に関する研修会を

企画することができ

なかった。

（２）おおむね順調

に進展している。令

和４年８月および令

和５年２月に児童

教育学会が開催さ

れ，前後期とも２件

の研究発表（いず

れも学生を対象とし

た教育・保育実践

に関する研究），お

よび前後期２件の

実践事例報告が行

われ，活発な質疑・

児童教育学会・

教務・学科長 
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応答が交わされた

。 

３．地域貢献と情報発信力 その他 3-1 地域における本学の存在価値の向上

3-2 学生の教育実践力の向上と就職への好影響

３．地域の教育・保育への支援 

(1) 幼稚園免許法認定講習（上進講習）の開設

(2) 幼稚園免許状の特例科目の開講（継続）

評定不能 

コロナ感染拡大防

止の観点から，中

止となった。

保育部会・学科

長・事務局 

(3) 教育委員会との連携による学校インターンシップの

推進

おおむね順調に進

展している。 

滝沢市 LSP事業，

岩手県スクールトラ

イアル事業では、年

間延べ，61名が142

回の活動に参加し

た。

コロナ禍で急速なコ

ロナ感染拡大によ

る学級閉鎖，学校

閉鎖等が度々起き

る状況下でも、学生

は自ら学習の機会

を作るとともに地域

の教育にも貢献し

ている。

実習部会・教サ

ポ 

(4) 教員養成サポートセンターとの連携による学び舎プ

ロジェクト等の推進

評定不能 

コロナ感染拡大防

止の観点から，中

止となった。

実習部会・教サ

ポ 

(5) 地域の保育所，附属幼稚園との連携 おおむね順調に進

展している。 

令和４年 11 月「子

ども文化 II」におい

て履修生 37 名が

「おはなしぼっくす」

として、近隣の２保

育園、附属幼稚園

園児・保護者約 80

名を大学に招き、

交流を深めながら、

子どもの文化と学

校行事との関連に

関する実践的な学

習を行った。 

保育部会・学科

長 



(6) 教育委員会との連携による幼児教育の一体的推進

体制の構築（令和 2 年度下半期～）

おおむね順調に進

展している。 

岩手県では幼保の

一体的な研修体制

の確立等を目的と

した岩手県幼児教

育推進連携会議を

発足させている。こ

の会議及びワーキ

ンググループに学

科長が参画し連携

会議は２回、ワーキ

ングは４回開催され

、「就学前教育振興

プログラム」の策定

を行なっている。ま

た、協議事項の一

つである「養成校と

の連携」という趣旨

から県指導主事が

本学科の「幼児教

育講座」の助言者と

して招聘するなど、

着実に連携が強化

されている。

保育部会担当

者 

４．学修支援力 ア 学習支援体制の整備

エ キャリア支援

4-1 専門職就職率 67％以上達成

4-2 教員採用試験合格率 50％以上達成

４．専門職就職率の向上 

(1) １および 2 の遂行 当該担当者 

(2) 教員養成サポートセンターとの連携による教採対策

の充実

おおむね順調に進

展している。教員採

用試験対策特別講

座では、学科教員

が前期は12名が14

講座31コマを、中期

には5名が7講座24

コマを開講した。後

期も11名，16講座

35コマを開講予定

である。学生は5学

科全体で前・中期

60〜62名，後期85

名が受講あるいは

受講予定であった。

令和5年度小学校

教員採用試験合格

率は、67.4%(合格者

実習部会・学科

長 
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31/46)であった。過

去３年（令和２年度

46.2%(合格者24/52

）、令和3年度67.2

％（合格者43/64），

令和4年度64.3％（

合格者36/56）)と比

べて、合格率は高

い水準を保ててい

るが、受験者数が

かなり減ってきてい

る点が気掛かりで

ある。この小学校教

員（臨時採用を除く

）36名の他、専門職

への就職者は、幼

稚園教諭5名、こど

も園保育教諭6名、

保育士29名、その

他特別支援学校教

職員・児童指導員

等3名の計79名（就

職希望者146名）と

なり、専門職就職

率は54％となった。

ここに臨時採用者

の実績が加わるこ

とで、目標（67％）に

かなり近づくものと

思われる。 

(3) 就職センターとの連携による就職情報の周知や支

援の充実

おおむね順調に進

展している。 
就職対策委員 

 注）達成方策は，令和元年～5年度期間内の令和３年度分のものである。 



令和４年度盛岡大学 栄養科学部 事業報告 ― これからの時代を生き抜く知の体力を育成する大学へ ー 
＜目標＞ 

Ⅰ 地域における本学の特徴の明確化と伸長 

Ⅱ 学修者本位の教育の充実 

Ⅲ 組織的な学生支援の確立 

重点項目 令和４年度の課題 課題達成後の状況 達成方策 目標達成状況 実施部署 

① 建学の精神に基づく人間育

成力
ア DP・CP・AP の見直し

DP・CP・AP が社会情勢と地域の要請に応えたも 

のになる。 
・DP・CP・AP の見直しを検討する。 遅れている 栄養科学科 

③ 教育改革力

⑤ 組織マネジメント力

オ 学修成果の向上（教育の質保証）

ア 教学マネジメントの機能性の検証

学修成果が向上する。 

教学マネジメントが適切に機能する。 

・教育改善に関する認識を教員間で共有する。 ある程度共有でき

ている 

栄養科学科 

② 定員充足力 ウ 定員の適正化の検討
適正な定員が明確になる。 ・学部・学科の適正な定員数を検討する。 定員数の検討はで

きない状況にある 

栄養科学科 

② 定員充足力

③ 教育改革力

ア 学部・学科の特長の明確化

イ 入学者確保の戦略

イ 教育課程の見直し

学部・学科の特長が明確になる。 

入学者確保の戦略が固まる。 

教育課程改善の戦略が固まる。 

・学部・学科の教育課程の構成を見直し、新たなコースの

設定を検討する。

概ね順調である 
・ワーキンググループ

により作業中である

栄養科学科 

② 定員充足力

③ 教育改革力

ア 学部・学科の特長の明確化

イ 入学者確保の戦略

イ 教育課程の見直し

学部・学科の特長が明確になる。 入学者確保の戦

略が固まる。 教育課程改善の戦略が固まる。 

・学部・学科の教育目的に合致したカリキュラムを検討する

令和４年度（継続事業）：令和３年度を踏襲する

概ね順調である 
・学科カリキュラム委員

により進めている

栄養科学科 

③ 教育改革力

④ 学修支援力

ア 初年次教育の改善

ウ 主体的学修への転換

オ 学修成果の向上（教育の質保証）

ア 学修支援体制の整備

初年次教育が改善される。 

主体的学修への転換が進行する。 

学修成果が向上する。 

学修支援体制が整備される。 

・学生の多様性に対応した教育を実施する。

令和４年度（継続事業）：令和３年度を踏襲する

概ね順調である 
・リメディアル教育も含

めて検討中

栄養科学科 

③ 教育改革力 オ 学修成果の向上（教育の質保証）

学修成果が向上する。 ・定期試験・再試験制度を改善する。 ある程度順調であ

る 
・学生は、ある程度慣

れてきている様子

栄養科学科 

② 定員充足力

③ 教育改革力

イ 入学者確保の戦略

オ 学修成果の向上（教育の質保証）

入学者が確保できる。 

学修成果が向上する。 

・管理栄養士国家試験対策を強化する。

令和４年度（継続事業）：令和３年度を踏襲する

概ね順調である 栄養科学科 

② 定員充足力

③ 教育改革力

イ 入学者確保の戦略

ア 初年次教育の改善

入学者が確保できる。 

初年次教育が改善される。 

・入学前教育を強化する。 概ね順調である 
・現状にあわせて検討

は必要

栄養科学科 

② 定員充足力

⑥ 地域貢献と情報発信力

イ 入学者確保の戦略

ア 広報活動の充実

入学者が確保できる。 

広報活動が充実する。 

・広報活動を強化する。

令和４年度（継続事業）：令和３年度を踏襲する

新たに、学科ホームページ等を見直す 

概ね順調であるが、入

試制度に合わせたさら

なる対策が必要である 

栄養科学科 

② 定員充足力 イ 入学者確保の戦略 入学者確保の戦略が固まる。 ・入試制度の改善策を検討する。 受験者の状況を見なが

ら継続して検討中 
栄養科学科 

② 定員充足力

④ 学修支援力

イ 入学者確保の戦略

エ キャリア支援

入学者が確保できる。 

キャリア支援が充実する。

・キャリア支援を強化する。

令和４年度（継続事業）：令和３年度を踏襲する

公務員志望者への

支援を継続中 

栄養科学科 

③ 教育改革力

④ 学修支援力

ウ 主体的学修への転換

オ 学修成果の向上（教育の質保証）

イ 学修環境の整備

主体的学修への転換が進行する。 

学修成果が向上する。 

学修環境が向上する。 

・実習室等の整備を行い、教育環境を改善する。

令和４年度（継続事業）：令和３年度を踏襲する

※感染症対策も含む

概ね順調である 栄養科学科 

⑤ 組織マネジメント力 オ 研究活動の推進
研究活動が推進される。 ・研究活動を推進する。

令和４年度（継続事業）：令和３年度を踏襲する

学会発表等の活動

が見られるようにな

った 

栄養科学科 

担当部署 記入責任者 

栄養科学科 学科長 村元美代 

－ 19 －



（２）短期大学部

令和４年度 事業報告 ― これからの時代を生き抜く知の体力を育成する大学へ ― 

＜目標＞ 

Ⅰ 地域における本学の特徴の明確化と伸長 

Ⅱ 学修者本位の教育の充実 

Ⅲ 組織的な学生支援の確立 

担当部署 記入責任者 

短期大学部 

幼児教育科 

短期大学部長 

菊池 由美子 

重点項目 令和 4 年度の課題 課題達成後の状況 達成方策 目標達成状況 実施部署 

１ 〔建学の精神に基づく人間育

成力〕 

２ 〔定員の充足力〕 

ア ＤＰ・ＣＰ・ＡＰの見直し

１ 建学の精神との整合性がとれていない部

分について見直しをする。 

２ 建学の精神について記載されている印刷

物を統一化する。 

ウ 高大接続改革への取り組み

１ 附属高校入学者の学力向上を図る。

イ 入学者確保の戦略

１ 附属高校以外の高校と指定校の指定を

行う。 

２ 専門学校との違いを本学受験層に浸透

させる。 

３ 学科の魅力作りを行う。 

建学の精神とＤＰ・ＣＰ・ＡＰの共通理解が図ら

れる。また、受験者等に本学の教育について、理

解を得られる。 

各部署で出される印刷物の統一化を図ることに

より、建学の精神の共有化が図られる。 

他校からの入学生との学力バランスがとられ

る。 

入学者の確保に貢献する。 

入学者の確保に貢献する。 

入学者の確保に貢献する。 

令和３年度 自己評価委員会及び教育改革推進室に 

おいて建学の精神とＤＰ・ＣＰ・ＡＰの見直 

しを行う。 

令和３年度 印刷物の建学の精神に係わる記述部分 

の点検を行う。 

令和３年度 附属高校との連携をはかる。 

令和２年度 本学の受験実績のある高校を中心に指

定校に指定する。 → 令和２年度の実

施を踏まえ、評定平均値の見直しと県外

の高校への周知をはかる。 

令和３年度 令和２年度に引き続き高校訪問を強化

し、専門学校との違いについて浸透を図

る。 

令和３年度 学科の魅力作りとして「認定絵本士」の資

令和２年度自己

点検評価報告書刊

行を受けて、課題を

検討して見直しを行

った。 

継続して点検を実

施した。 

附属高校のオリエ

ンテーションを実施

し、高校との協議を

継続する。

 指定校制度を実施

して志願者は増えた

が、定員充足には至

らなかったので、指

定校及び人数等の

見直しを行った。 

 高校訪問を通して

浸透を図った。 

学科の魅力作りと

幼児教育科 

幼児教育科及

び関係部署 

幼児教育科 

幼児教育科及

び入センター、

広報戦略室 

幼児教育科及

び広報戦略室、

IR 

幼児教育科及



３ 〔教育改革力〕 

４ 〔学習支援力〕 

５ 〔組織マネジメント力〕 

ウ 定員の適正化の検討

令和元年度の定員の見直しを受けて、社会

状況等を考慮しながら定員の適正化を検討す

る。  

エ 新コースの検討

ア 初年次教育の改善

多様な学力の学生が入学するため、読む・書

く（リテラシー）能力の向上が課題となってい

る。 

ウ 主体的学修への転換

知識修得の授業から知識活用の授業への質

的改善が課題となっている。 

エ 学修成果の把握・可視化

保育士試験模試を実施しているが、学習成

果と結びつけてこなかったため、学習成果の把

握と可視化まで至らなかったことが課題であ

る。 

ア 学びの機会の保証

授業収録システムを導入し、実習等で授業を

受講できなかった学生の学びを保証する。 

ウ 自己点検評価のサイクル・報告書の刊行

３回目の認証評価受審に向け、科内の体制

入学定員の適正化を図り、教育環境の充実と

経営の安定に貢献する。 

 保育者希望以外の受験者層にアピールし、入学

者の確保を行い、経営の安定に貢献する。 

基礎学力が向上する。 

学力が向上する。 

 学習成果の把握と可視化を行うことで、授業の

達成度を把握できる。また、このことをとおして、

授業改善につながり、授業の質的向上に貢献す

る。 

学習機会を確保することにより、学びの質を保

証できる。 

報告書の刊行に向けて科内で取り組むことによ

り、３回目の認証評価に向けて取り組むべき課題

格取得の申請を行う。 → 認可に向け

ての申請作業に入った。認可がおり次

第、高校への広報を行う。さらに、今後社

会的ニーズが期待される「居宅型訪問保

育士」の養成講座の開設を検討する。 

令和３年度 定員変更以後の社会状況を考慮しながら

定員の適正について引き続き検討す

る。 → 令和２年度に定員１２０名に変

更後の状況を分析して適正な入学定員

の検討を継続する。 

令和３年度 入学定員を確保するため、保育者希望者

層以外の入学者確保のために、免許・資

格を取らないコースの新設を検討する。 

令和３年度 附属高校対象に初年次教育のあり方に

ついて検討する。 

令和２～５年度 ＦＤ研修をとおして、主体的学修のあ

り方について検討を行う。 

令和３年度 保育士試験模試の活用の仕方について

検討する。 → 令和３年度から学生部で

実施することとなり、学生の基礎学力の

把握と改善に努める。 

令和３年度 学習成果可視化システムを導入した。 

令和４年度 授業収録システムの導入を図る。 

令和 3 年度 報告書作成に向けた科内の体制の整

備。報告書の作成と刊行。 → 令和２年

して「認定絵本士」

の認可申請作業に

入った。 

令和２年度に定員

を１２０名に変更した

が、定員充足には至

らなかった。定員減

を検討中である。 

 免許・資格を取ら

ないコースの新設を

継続して検討する。 

令和４年度３月末

にガイダンスを実施

し、その効果を確認

して改善を図る。 

遠隔授業のノウハ

ウや対面授業につ

いて主体的な学修

について検討を継続

している。

令和３年度導入

の学習成果可視化

システムの運用方

法を検討しながら活

用を進めている。

 授業収録システム

の導入ができていな

い状況である。 

令和２年度自己

点検評価報告書を

び入試・広報戦

略室 

幼児教育科及

びＩＲ 

幼児教育科 

幼児教育科及

び短大学生部 

幼児教育科 

幼児教育科及

び学生部 

幼児教育科及

び学生部 

関係部署 
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６ 〔地域貢献と情報発信力〕 

を整へ報告書の刊行に向けて取り組むことが

課題である。 

カ 第３回認証評価受審（令和５年予定）に向

けて

第３回認証評価受審のための体制が構築さ

れていないことが課題である。 

キ 附属認定こども園との連携

附属認定こども園との関係性の構築が課

題である。 

ア 広報活動の充実

短期大学の特徴について広く知られるため

の具体的取り組みが不十分であったことが課

題であった。 

オ 生涯学修の支援

生涯学習に寄与する講座に積極的に取り組

んでこなかったことが課題である。 

を共有できる。 

自己点検評価の報告書の刊行を受けて、第３

回目の認証評価を受審する。 

附属認定こども園との良好な関係性が構築さ

れる。 

広く短期大学について知られることにより地域

における本学特徴が認知され、ひいては学生募

集等にもつながっていく。 

生涯学習に寄与することにより本学の特徴につ

いて広く認知され、学生募集にもつながる。 

度に規程等を整備し３年度に具体的作業

を行った。 

令和３年度 第３回認証評価受審に向けて受審体制

の構築。 → 令和２年度に規程等を整

備し体制を整えたことを受け、中間報告

の報告書作成に入った。 

令和２～４年度 附属認定こども園との関係性構築の

ための協議。→幼大連携のための組織

を構築し、連携の協議に入った。 

令和２～４年度 広報活動についての点検と見直しを

行い、効果的な広報活動を構築する。

（令和３年度も継続） 

令和２～３年度 生涯学習に関するニーズを調査しな

がら公開講座を実施する。（令和３年度

も継続） 

基に、第３回認証評

価受審に向けて準

備を進める。 

 認証評価受審に向

けて、認証評価受審

準備本部を立ち上

げて体制を整え、準

備を進めている。 

 幼大連携協議につ

いて継続して検討す

る。 

コロナ禍でオープ

ンキャンパスや他県

の広報活動が制限

されたが、Web や人

数制限等の中で実

施する。

コロナ禍で開講で

きなかったが、3 年

ぶりに「こども発達

支援講座」を開講し

た。 

関係部署全部 

幼児教育科及

び附属認定こど

も園 

幼児教育科及

び広報戦略室 

幼児教育科及

び広報戦略室 



（３）学生部

令和４年度 事業報告  ― これからの時代を生き抜く知の体力を育成する大学へ － 

＜目標＞ 

Ⅰ 地域における本学の特長の明確化と伸長 

Ⅱ 学修者本位の教育の充実 

Ⅲ 組織的な学生支援の確立 

重点項目 課題 課題達成後の状況 達成方策 目標達成状況 実施部署 

③ 教育改革力 ア 初年次教育の改善 ・大学で求められる主体的な学修への移行に必要

とされる「初年次教育」として、レポートの作成

方法や資料の収集方法等大学四年間の学修に必要

な基本的なスキルを教える導入教育を見直し、

「新・教養科目」の一部として編成する。また、

「本学ならではの教養教育」が恒常的に学生に提

供される。

・多様な現代にあって、周囲の状況に負けず、自

分を見失いそうなときでも立ち返る「よりどこ

ろ」となるものである。

１ 卒業生はキリスト教主義に基づく「建学の精

神」、沿革等を理解し他者に説明できる。 

２ 卒業生は「盛岡・滝沢」という地域について

他者に語れる。 

３ 専任教員が担当する科目は、「初年次教育」で

あり、「生きていく基礎力」を養う。 

(1) 書く力 （日本語文章作法、レポート・卒論

を書ききる）

(2) 伝える力 （発話、プレゼンテーション、情

報処理、人との距離を測る、受け手の状況を察

する）

(3) 読む力 （正しく理解する、語彙を増やす、

新聞を読む）

(4) メンタルヘルス（セルフマネージメントでき

る、自分を立て直す方法を持っている）

(5) 日本の礼儀・マナーを理解する。

「そのためには」 

４ その７割以上を専任教員が自身の専門科目の

ほかに担当者となって教える。（現行は７割以上

を非常勤講師が担当している。） 

５ 非常勤講師の担当科目は、教職課程等資格に

関連する必修・選択必修科目に限るものとする。 

１「教養教育専門委員会」組織を再編成する。 

R3.10.6 開催のカリキュラム委員会において、教養科目

の運用に関する専門委員会が配置(教養教育改革推進室

の構成員を以て充てる)された。今後は、この組織が中心

となり教養教育の構想及び立案を進めることとなる。 

２「本学の教養教育」のコンセプトを決定する。 

専門委員会において、R4 年度中にコンセプトを決定す

る。 

３ 科目を選定し、カリキュラムマップを決定する。 

R4年度中に専門委員会において、教養教育の構想（科目

の選定）及び立案を進めカリキュラムマップを決定す

る。 

４ カリキュラム内容を吟味する。 

 R4年度中に教養教育の内容を吟味する。 

５ 科目担当者を人選する。 

 R4年度中に、新たに構想した教養教育科目の科目担当者

の人選をする。 

教育改革推進室におかれた「カリキュ

ラム専門委員会」が中心となり、教養教

育の現状把握と今後の在り方(構想及び

立案等)について検討を進めて行くこと

としていたが、R4年度は具体の検討につ

いては着手できなかった。R5年度以降引

き続き検討することとなった。

継続する検討内容、検討課題は次のと

おりである。 

「教養教育のあり方」、「カリキュラムポ

リシーにおける教養科目にかかわる文

言の見直し」

a.教養教育としてのポリシー策定

教養教育の方針を簡潔に示した「教

養教育ポリシー」の策定を検討して行

く。 

b.初年次教育の導入

児教が開講している「アカデミック

基礎講座」や英文が４年度から開講す

る「基礎ゼミ」と同様の科目を他学科

でも導入可能か等検討を進めて行く。 

c.カリキュラの見直し

現行の教養科目・専門科目を見直

し、スリム化することが可能か検討し

て行く。 

d.責任ある実施体制案の策定

教養教育の充実を図るために、現行

の教養科目・専門科目を見直し、スリ

ム化することができるか検討して行

く。

教務課(カリキ

ュラム専門委員

会) 

担当部署 記入責任者 

学生部 
(職氏名) 

学生部長 千葉 智行 
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③ 教育改革力 イ 教育課程の見直し（DP・CP・

APとの連結）

１ 「教学マネジメント部門」が「本学が目指す

人材育成」を策定する。 

２ 「達成度自己評価システム」により学生の満

足度を測る、（教職課程等資格関連科目等は別指

標）、現行カリキュラムの点検を行う。 

３ ＤＰ／ＣＰ／ＡＰと上記１に必要な項目の紐

づけを行う。 

大学組織のなかに「教学マネジメント部門」を組織して

いただく。 

１ 教務委員会が現行カリキュラムの点検を行う。 

２ 目指す人格形成のために必要な「項目」を策定し、Ｄ

Ｐ・ＣＰ・ＡＰとの紐づけを行う。 

３ 「４年に１度」など頻度を決めて、定期的な教育課程

の見直しを義務づける。 

教育改革推進室から全学、学部の 3ポ

リシー、学修目標が提案され、各学部教

授会での承認の後、R5年度シラバス作成

時から各科目と 3ポリシー及び学修目標

の紐づけが行われた。

R5 年度入学生対象の社会文化学科及

び児童教育学科並びに日本語教員養成

課程においてカリキュラムの一部見直

しを行った。 

教務課（教育改

革推進室） 

③ 教育改革力 ウ 主体的学修への転換 ・「知識・技能」のほか「思考力・判断力・表現力」

と「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ

態度」で構成される「学力の三要素」の育成を

発展・向上させることができる。 

・主体的な学修の体験を重ねることにより、生涯

学び続ける力を修得させると共に、答えのない

問題に答えを見出していく力や課題を見つけて

解決していく力を身に付けさせることができ

る。

・アクティブ・ラーニングで身につけた能力は社

会人になっても役に立てることができ、グロー

バリゼーションの中で活躍できる人間を育成し

ていくことが期待できるため、アクティブ・ラ

ーニングの実施率を高めていく。

・主体的学修への転換を図ることにより、学生は

授業へ主体的に取り組む姿勢が見受けられるよ

うになり、授業関連学修時間も増えている。

１ 主体的学修への転換の一つ目として、「アクティブ・ラ

ーニング」を取り入れた授業を全学的に促進する。 

(1) 当該年度開講科目のうち６割以上の実施を目標と

する。

(2) シラバスの改善を図るため作成要領の改定を行い、

科目担当教員にはシラバスにおいて、学生に対しどの

ようなアクティブ・ラーニングの要素を含む授業を行

うのか明示するよう求める。

R4年度も R3年度に引き続き、「アクテ

ィブ・ラーニングの要素を含む授業内容

等」の明示を求めた。数値的集約は未実

施。 

教務課 

２ 主体的学修への転換の二つ目として、「学生に講義等

のための事前事後学修を促す授業」を促進する。 

(1) 当該年度開講科目のうち８割以上の実施を目標と

する。

(2) シラバスの改善を図るため作成要領の改定を行い、

科目担当教員にはシラバスにおいて、学生に対し事前

事後学修に係る具体的な内容や方法、それにかかる学

修時間を明示するよう求める。

R4年度も R3年度に引き続き、「事前事

後の学修に係る内容や方法等」の明示を

求めた。数値的集約は未実施。 

教務課 

３ 主体的学修への転換の三つ目として、「ＩＣＴの活用

による授業」を促進する。 

(1) 数値目標は設けないが、アクティブ・ラーニング教

室やＩＣＴ教室に整備した、クリッカー、タブレット

端末等を有効活用した双方向型授業の実施を促す。

(2) シラバスの改善を図るため作成要領の改定を行い、

科目担当教員にはシラバスにおいて、学生に対しＩＣ

Ｔを活用した授業である場合には明示するよう求め

る。

R4年度も R3年度に引き続き、「ICTの

活用等」の明示を求めた。数値的集約は

未実施。 

教務課 

４ 主体的学修への転換の促進状況とその効果を検証す

るため、学生アンケートにより「学生の授業関連学修時

間の調査（学修時間と読書量）」を年１回実施し、その結

果を委員会に報告し、本学の教育課程編成に関する全学

的な方針の策定の検討に活用すると共に、本学ホームペ

ージにて広く社会へ情報公表する。 

R3 年度に実施した学生アンケートの

結果を R4年度公表した。 

アンケート結果については、学科レベ

ルにおいて教育課程編成の検討等に利

用するよう促している。

教務課 

５ 全学的に主体的学修への転換をさらに促進していく

ためには、先導的に取り組む組織が必要となることから

「能動的学修について研究・促進する教員組織」をつく

る。 

 「能動的学修について研究・促進する教員組織」が中

心となり、「教員による一方的な講義形式の教育とは異

なり、学修者の主体的な学修への参加を取り入れた教

授・学習方法についての勉強会や研究会としての役割を

果たすＦＤ研修」を実施する。 

R4.10 の大学設置基準の公布に合わ

せ、変更内容の概略について FD 研修会

において研修した。 

引き続き教員組織や主体的学修に向

けた教授法・学習方法に対する FD 研修

会等を検討する。 

教務課 



③ 教育改革力 エ 学修成果の把握・可視化 ・４年間の学びの成長過程で身に付けた汎用的な

能力・資質を可視化し、卒業時に提示すること

は、学生が社会に出る時の自信につながる。

・学修成果の可視化により、学生の学修へのモチ

ベーションが高まる。

・教育の質保証の一環として、学生の学修状況を

可視化し、学生自身の学修状況を評価する「達

成度自己評価システム」により自分の学びを組

み立てることができる。

１ 学修成果の把握・可視化の取り組みを推進するため、

達成度自己評価システムなどを利用して、自分の学修成

果を学生に理解させる。 

２ 教員が達成度自己評価システムにおいて把握した学

生の学修成果について、学生の学修指導、キャリア相談

等に活用し、適宜アドバイスをする。 

３ カリキュラムの改定に伴い、ＰＤＣＡサイクルによる

カリキュラムマップの見直しと改善を行う。

４ 厳格な成績評価（ＧＰＡの活用） 

  厳格な成績評価は、学修成果の可視化を行うための基

本になるものであることから、既に導入しているＧＰＡ

制度の見直し等を行う。 

５ アセスメント・ポリシーの策定 

  厳格な成績評価を行うためには、学位を与える課程共

通の考え方や尺度（アセスメント・ポリシー）に則って

点検・評価を行う必要があることから、アセスメント・

ポリシーを踏まえて自己点検・評価を行うことが必要で

ある。 

１～３ 教育改革推進室から在学生

向けガイダンス時に、学修者自身の学修

成果の把握等についての説明が行われ

た他、教務ポータルシステム等で同シス

テムの導入を通知し利用を促した。

新年度に向け、新入生ガイダンス、学

生便覧の改定を行い、システム等の利用

促進に向けた検討を行った。 

４ 成績評価については、前年度に引

き続きＧＰＡ運用要領を基に厳格に実

施している 

５ アセスメント・ポリシーについて

は、教育改革推進室にて作成した内容を

自己評価委員会、教授会で承認した。承

認されたアセスメント・ポリシーを基に

したテストの実施については、ガイダン

ス期間中に実施することにより、受験率

の向上を図り精度の高いデータを獲得

行うこととで実施した。

教務課（教育改

革推進室） 

③ 教育改革力 オ 学修成果の向上（教育の質

保証）

・教育の質保証を担当する委員会、学科において、

カリキュラム・マネジメントがＰＤＣＡサイク

ルに沿って継続的に行われ、カリキュラム、教

育課程が改善され、本学の教育の質が保証され

る。

 達成度自己評価システムの活用により、アセスメント・

ポリシーに則り、学修成果を把握・評価し、カリキュラム、

教育課程の改善へつなげる。 

R3 年度から教育改革推進室が業務主

体となったが、教務委員会（教務課）で

は、アセスメント・テストの結果を基に

学科単位での教育課程改善を継続的に

進めることとした。 

教務課 

④ 学修支援力 ア 学修支援体制の整備 ・経済的事情により修学が困難な学生が安心して

学修に取り組めるようになる。

・多様な学生に対するきめ細かな支援が行われる

ようになり将来の目標に向けた学びの環境が充

実する。

・優秀な学生の確保や人材育成に結び付くように

なる。

 学生への経済的支援、身体及び心のケア等の健康支

援・各種相談体制を整備、充実させる。 

具体的には次の４項目を行う。 

(1) 経済的支援体制（「給付型授業料減免制度」「盛岡

大学奨学会貸与奨学金」「経済支援入試特待生制度」

等）については、経済的事情により修学が困難な学

生が支援を受けられるよう見直しながら充実を図

る。

(2) 身体及び心のケア等については、学生がメンタル

ヘルスに関する専門的な助言や援助を受けられ、学

生生活全般についても、気軽にアドバイスを受けら

れるように「なんでも相談」「学生相談室」の相談時

間や人員増等体制を充実させる。また、「保健室」や

「学生支援課」から「なんでも相談室」「学生相談

室」との連携をいっそう強化する。

(3) 学則に基づく「学生表彰」や「特別奨学生」「交換

派遣留学生」の制度充実を検討する。

(4) 教職員が連携した学修支援体制の一つとして、Ｗ

ＥＢポータルシステムを有効活用する。

身体及び心のケア等の健康支援・各

種相談体制の充実を図るため、令和３

年度にウエルネスセンターを新設し、

業務が移管された。学生への経済的支

援体制については、従来どおり学生支

援課で行って行く。 

(1) 「給付型授業料減免制度」につ

いては令和４度廃止が決定され

た。

(2) 新設されたウエルネスセンター

へ業務は移管された。

(3) 検討の結果、次のことから４年

度以降課題とはしない。（現状の制

度は維持する）

①国の奨学制度等により、本学独

自の制度充実は不要。 

  ②法人内財政により奨学金予算計

上が困難である。学生数減少の

学科においては今後奨学金対象

者数減を検討が必要。 

(4) 令和４年度においても有効活用

を行った。

学生支援課 

④ 学修支援力 イ 学修環境の整備 ・安全で快適な学修環境で学生一人ひとりが学修

に専念することができる。

 教育施設のバリアフリー化を含む整備と安全管理を実

施する。 

 具体的には、学生アンケートにおいて、教育施設で不満、

十分でないと回答があった施設について、環境整備の充実

を図るよう要望する。また、配慮が必要な学生が快適に学

 教育施設の整備と安全管理を実施し

た。 

 学生アンケートの内容については教

育改革推進室で検討することとなった。 

学生支援課 
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修できる教育環境についても調査検討し要望する。 

・一人で安心できる場やクールダウンできる場が

大学の中にあるので、自己調整ができる。

・学生同士が集まるグループ活動により自己理解

や対処法（ノートメモの取り方・スケジュール

管理の方法・忘れ物を防ぐ方法・勉強のやる気

アップ等）の発見ができる。

・ニーズに応じた情報交換の場があり、コミュニ

ティができる。

・多様な学生への理解が深まり、学びを支え合う

学生が育つ。

多様な学生との関わり方を学ぶスキルアップが

できる。

人格と個性を尊重する気持ちを涵養する。

・本学の教職員の多様な学生への理解を深め、

個々に寄り添った柔軟な対応をして学びを保証

する。

１ 障がいのある学生の中には、感覚過敏等のため個人で

休憩できるスペースを必要とする学生もいるので、安心

できる学生の居場所を増やす。 

(1) 現在の「居場所」の環境設備の充実を図る

(2) 使用状況や利用者の要望にあわせた「居場所」の増

加

２ 学生同士の困りごとは、障がいの有無を問わず学生同

士似ていることがある。お互いの違いを理解したり、学

生生活の中で対処するノウハウを学生同士でシェアし

解決策のアイディアを出し合ったりするサロン（コミュ

ニティ）を提供し、調整役をする専門的支援者を配置す

る。

(1) 現在自然発生的に行われている支援が必要な学生

等の交流の状況を分析

(2) 効果と必要性および方向性を模索しながら、不定期

に空き教室を使った交流の場の設定

３ 支援を必要としている学生をサポートする学生（ピ

ア・チューター）の養成をする。

４ 障がいの有無にかかわらず、できるだけ多くの人が学

び易いような（ユニバーサルデザイン）環境作りを目指

し、ＳＤ・ＦＤ研修や教職員研修の場で講師を招き、多

様な学生への理解を深め、どのように関わればよいか実

践例を踏まえた講演等を企画する。 

基本的な理解を深めるための企画として研修会を提

案（令和２年度未実施） 

令和３年度から新設されたウエルネ

スセンターへ業務が移管された。

１ 安心できる学生の居場所を増やす 

個人で休憩できるスペースを設置

した。 

２ サロン(コミュニティ)の提供、調整

役の専門的支援者配置 

現段階では人員不足であり、内容的

に不可能であるため。 

３ ピア・チューターの養成 

  UPIアンケート後、保健室で学生面

談とピアサポーター活動を実施して

いる。 

４ 学び易い環境づくりに関する講演

等の企画 

現段階での企画立案は困難である

ため。 

学生支援課（ウ

エルネスセンタ

ー）

④ 学修支援力 ウ 学生生活安定のための支

援

・学生生活や健康管理に関する心身両面からの相

談助言や、経済的に修学困難な学生への援助

等、生活支援を充実させることにより、学生満

足度が高まり豊かな学生生活が送れる。

学生生活安定のため下記の事項に取り組む。 

(1) 中途退学防止への取組

①新年度ガイダンス時に心理調査をもとに、心理的要

因による面談・成績不審者に対する個別面談の実施 

②窓口等で対面する学生の状況に応じた相談室との

連携

(2) 学納金の免除・減額制度導入の周知

(3) 奨学金・表彰制度の周知

(4) 登下校時の安全確保と通行車両の渋滞緩和策の検

討

(5) スクールバスと路線バスの役割分担による効率的・

効果的なバスネットワーク形成の検討

(6) 学生会館居住環境の改善と寮費軽減の検討

(7) 学友会、部活・サークル活動活性化の支援

(8) ボランティア活動の支援

(9) 聖陵祭の支援（未実施）

学生生活安定のための支援 

(1) 中途退学防止への取組

学生面談を実施し、現状把握に努

めている。 

(2) 学納金の免除・減額制度導入の検

討

(3) 奨学金・表彰制度の充実を検討

(4)～(6)は企画部管財課で検討

(7) コロナ感染拡大対策を徹底した

うえで活動を許可。

(8)～(9)は次年度実施に向け、行動指

針や感染対策とのバランスを考慮

した実施について検討中である。 

学生支援課 

④ 学修支援力 オ 学生の意見・要望への対応 「授業効果調査」とＦＤの関係強化 

・調査結果を検証し、教員の反省を授業に生かせ

る仕組みをつくる。（授業効果調査結果を教学マ

ネジメント部門が検証し個々の教員に対し研修

の機会を提供する。）

・「授業効果報告書」の隔年発行 

・アセスメント・ポリシー策定（教学マネジメン

ト部門）

１ ＦＤ委員会が「授業効果調査検証グループ」を組織す

る。 

２ 授業効果報告書発行（隔年） 

  ＦＤ委員会による、検証内容及び現状の評価及び授業

改善の実施状況について講評を掲載する。 

３ 効果調査→検証→教員個々のセルフ検証→ 

ＦＤ研修（教員全体への問題共有及び還元）→ 

教員個々の成長→授業に反映（学生に還元） 

教育改革推進室で行っている「授業効

果調査の検証」を踏まえて FD 専門委員

会との協働による研修内容を検討行っ

ている。 

教務課(教育改

革推進室) 



・教学マネジメント部門への繋ぎ及び反映（改善

状況の可視化、フィードバック）

・学生の大学に対する満足度向上に努め、かつ学

生サービスの更なる充実を図ることが出来る。

  また、調査結果を踏まえ大学等の施設設備充

実をおこない学生が勉学に励みやすい環境を提

供することが出来る。 

１ 現在、学生部支援課で実施している「学生生活調査（ア

ンケート）」項目を精査する。以下のとおり。

(1) 教育の質保証・向上に関する設問

(2) カリキュラム委員会等の勉強時間数等の設問

(3) 学生の施設設備利用等の満足度を回答する設問

２ 学生の施設設備利用等の満足度を調査するアンケー

トを実施していく。

１－(3)のみを今後の学生生活調査（アンケート）とし本

来、学生支援課が求めてきた内容に変更する。

３ １－(1）・(2)は、ＩＲ室と連携し、文科省が求める「教

育の質の保証・向上」に対応していく委員会新設を学長

他に依頼していく。 

令和３年度に新設された教育改革推

進室において、学生生活アンケートの内

容を精査して、実施することとなった。 

学生支援課 
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（４）就職センター

令和４年度 事業報告 ― これからの時代を生き抜く知の体力を育成する大学へ ― 

＜目標＞ 

Ⅰ 地域における本学の特徴の明確化と伸長 

Ⅱ 学修者本位の教育の充実 

Ⅲ 組織的な学生支援の確立 

重点項目 令和 4 年度の課題 課題達成後の状況 達成方策 目標達成状況 実施部署 

④ 学修支援力 キャリア支援 就職支援の強化と就職率の向上。 

１ 就職率１００%を目指す。 

２ キャリアサポートプログラムを実施する。 

（令和４年度事業計画） 

・ハローワークの職員の協力を得ながら、本

人が志望している支援を行う。

・学生部及びウエルネスセンター等教職員の

協力を得て、就職内定情報収集を行い、活

動中の学生に対しては、話しや就活状況を

聞き、バックアップをする。

（令和４年度事業計画） 

・次年度も就職対策講座の出席者から満足度

調査を実施する。

・キャリア教育という観点で、企業を招く回数

を増やし、企業研究を促進させる。いろいろ

な業界の情報を収集し、企業の実態や企業

が求める人材等を比較検討し、業界研究の

令和 5 年 3 月 31 日現在に

おける令和 5 年 3 月卒（23

卒）の就職率は、英語文化学

科 84.9 ％ 、日 本 文 学科

80.3 ％ 、 社 会 文 化 学 科

87.8 ％ 、 児 童 教 育 学 科

91.0％で、文学部が 87.3％

で あ る 。 栄 養 科 学 部 は

91.0 ％ で 、 大 学 全 体 で

87.9％である。短期大学部幼

児教育科は、100％であった。

大学全体の就職率は 100％

に届かず、学生には追い風の

売り手市場となったはずの

就職活動環境下としてはも

の足りない数字であった。し

かし、ここまでの就職率を達

成できたのは、本学教職員の

ほかハローワーク職員や各

講座の講師陣らのご尽力の

賜と感謝している。 

単位科目として、キャリア

デザイン学Ⅰ･Ⅱ、インター

ンシップを開講した他、SPI

講座（web）、就職基礎講座、

就職準備講座、就職実地講

座、就職直前講座、就職特別

担当部署 記入責任者 

就職センター 

（職氏名） 

所長  盛 島   寛 



３ インターンシップ支援の実施。 

４ 支援体制のもと、公務員就職の指導を行う。 

５ 本学合同企業説明会・企業学内説明会充実を 

図る。 

拡充を実施する。 

（令和４年度事業計画） 

・インターンシップ科目を通して、職業体験等

で就労への価値観や意欲の形成を目指す。

（今年度、コロナの影響で事業所での就業

体験ができなかった。） 

・現行のインターンシップ（大学間連携）と企

業主催のインターンシップの呼びかけをＬ

ＩＮＥを通して、参加者を増やす。 

・就業体験を通して、卒業後の進路を考える機

会を得て、自己理解と職業理解を強める。 

（令和４年度事業計画） 

・公務員講座の出席者から講座の内容、講座の

理解度等アンケートをとり、これを基に講

座の充実を図る。（対面講座を目指す。３年

度コロナの影響でオンラインでの開講であ

った。） 

・公務員講座での質問、疑問、意見等に即対応

し、勉強する意欲を継続させ、合格を目指

す。 

・講座の前の模擬講座に多くの学生を参加さ

せる。公務員の仕事、試験内容等を理解させ

たうえで、各講座の申込者を増やす。

・模擬試験を７月と２月に実施し、時間配分を

考えて解く練習をする。受験を通して、自身

の弱点等を確認し、本番につなげていく。 

（令和４年度事業計画） 

・合同企業説明会の実施を目指す。

・学内説明会の充実を目指す。

・先入観念やイメージだけで判断しないよう

に、企業と時下に接して仕事の内容を理解

させる。

・個別相談を強化して、学生と企業のコーディ

ネートを図り、参加につなげる。

・業界研究、企業研究を含め企業と学生のマッ

チングに繋げる。

・目的意識を持ち、自己分析を行い、自分の強

み等考えながら参加し、より生産的な説明

講座を開講した。講座受講者

へのアンケートによると、満

足度が高いというデータが

得られている。 

令和 4年度は、現行のイン

ターンシップ（大学間連携）

や企業主催のインターンシ

ップの呼びかけについて

LINE 配信したところ、単位

科目履修者が 76 名、その他

が 19 名の合計 95 名の学生

がインターンシップに参加

した。

令和 4 年 4 月 27 日に公務

員試験対策ガイダンスを行

い、92 名の学生が参加した。 

公務員試験対策講座は年間

を通じて 4回開催され、延べ 

145名の学生が受講した。 

令和 4年 7月及び令和 5年 2

月に公務員摸試を行い、延べ

26名の学生が受験した。 

令和 5年 3月 2日、ホテル

メトロポリタン盛岡 NEW

WINGにおいて、「2024 盛岡大

学・盛岡大学短期大学部合同

企業説明会」が開催され、地

公体・企業等 60 事業所と両

大学合計 100 名の学生が参

加した。

企業学内説明会は、令和 4

年 4 月から令和 5 年 1 月に

わたり 59回（46事業所）開
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６ 卒業生に対する就職相談体制を確立する。 

７ 事業所訪問を強化し、情報を学生に提供する 

体制を確立する。 

８ キャリタス UC のシステムを本格的に運用す

る。 

会になるように促す。 

（令和４年度事業計画） 

・企業学内説明会を通じて、可能な限り本学卒

業生との交流を図る。 

・卒業生による就職直前講座の講座講師や個

別相談を設け交流の機会を設ける。

・個別相談を通じて、ＯＧ、ＯＢ訪問を勧める。

本音に近い情報を得て、より具体的な実態

を聞き、自分に合った企業をみつけるよう

企業研究を深める。 

・卒業生からの電話や直接来訪そして学内説

明会等で卒業生を連れて一緒に訪問等この

ような交流を確立していきたい。

（令和４年度事業計画） 

・岩手県内を中心に企業、事業所訪問を実施

し、近況（求人情報、内定状況等）や各企業

情報（求める人物像等）を収集し、ＬＩＮＥ

等を用いて学生へ情報を提供する。

・企業の採用時期が早まっていることから、訪

問時期を早め、それに伴い持参する資料（求

人のための学校案内）も早めに作成し、事業

所訪問を強化していく。（企業訪問数を多く

することを目指す。コロナの影響で企業訪

問を控え、思うように情報収集ができなか

った。） 

（令和４年度事業計画） 

・キャリタス UC のシステムの有効性を図

り、キャリタスの登録者、管理者、閲覧者

催され、延べ 235名の学生が

参加した。 

就職センタースタッフに

おいては、仮に卒業生からの

就職相談等があった場合は、

可能な限り在校生と分け隔

てなく対応し、有益な情報提

供、的確なアドバイス等に努

めることを旨として日々業

務に当たっている。 

年間数件と数は多くない

が、実際今年度は転職希望の

卒業生からの相談があり、エ

ントリーシートの添削や模

擬面接等の支援に当たった。 

また、令和 5年 3月に、平成

31 年 3 月卒の卒業生の就職

先に対し「卒業生就職先アン

ケート」を実施し、雇用者サ

イドから、卒業生の在籍確

認、仕事ぶり等の情報を得て

いる。

令和 4年度は、人事異動の

影響や専任職員数の減少等

により、事業所訪問を実施し

かねた。 

ただし、コロナ禍によりセ

ーブされていた対面による

大学と企業等の情報交換会

等が若干復活したため、その

ようなイベントへの参加は

積極的に行った。実際イベン

トで知り合った企業（東京・

仙台）について、学生に紹介

した事例はある。

就職センターでも、キャリ

タス UC の操作に幾分慣れ、

求人情報の登録もルーティ



相互の利便性を向上させる。 

キャリタス uc の本格導入に伴い、求人情

報の件数が増加しているため、学生の進路

選択の幅が、より一層広がるよう継続して

企業・求人情報の登録を進め、学生へ情報

を提供していく。 

  学生のエントリー情報や就職活動状況

報告書の収集および登録方法の円滑化を

図るため、ペーパーレス化やデータベース

化等を施策し、就職支援の質を向上させ

る。 

ーンとなり学生に対する就

職関連情報提供も増やすこ

とができている。また、学生

が届け出する進路調査票の

回収についても利便性が増

し、集計も幅が広がった。 

キャリタス UC に対する学

生のエントリーについては、

依然仮登録に留まる学生が

多く肝心の時に使いこなせ

ないケースが発生していた。 
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（５）入試センター

令和４年度 事業報告 ― これからの時代を生き抜く知の体力を育成する大学へ ー 

＜目標＞ 

Ⅰ 地域における本学の特徴の明確化と伸長 

Ⅱ 学修者本位の教育の充実 

Ⅲ 組織的な学生支援の確立 

重点項目 課題 課題達成後の状況 達成方策 目標達成状況 実施部署 

入学者確保の戦略 

Ｗｅｂ出願導入後の検証 

令和４年度入学者選抜よりＷｅｂ出願システムを導

入し出願等願書処理を行っている。事務処理の合理

化が図られたか、また Web 出願による混乱等はなか

ったかを総括する。 

総合型選抜（専願制）第一次選考、社会人特別

選抜（前・後期）、編入学（前・後期）、外国人留学

生選抜、帰国生徒選抜（前・後期）等の小規模入

試はＷｅｂ出願対象外とし実施したが、２年度目以

降に小規模入試を加えるか判断を行い、費用対

効果も勘案し導入の可否を検討する。 

・Web 出願での業務と手作業での業

務の検証を行い、運用を一部変更

し、事務処理の合理化を進めた。

・小規模入試での導入については

費用対効果も勘案し継続して検討

する。

・検定料納入後の学科変更につい

て個別に対応し Web 出願も混乱なく

処理した。

入試センター 

入学者選抜要項等のペーパレス化に

向けた検討 

ホームページの掲出のデータ構築に要する経費の

概算及び実施の可否について検討する。 

Ｗｅｂ出願システム導入にあわせて入学者選抜

情報等、Ｗｅｂ上で閲覧が可能となるよう検討を行

いペーパレス化実施の可否及び入学者選抜要項

に代わる入試ガイド掲載内容の精到を検討する。 

・総合型選抜（専願制）のエントリー

シートを Web からダウンロード出来

るようにしペーパレス化を進めた。

・前年度作成した Web 出願ガイドを

入学者選抜要項に入れ込み印刷物

を減らした。

〃 

入試特待生制度の見直し 

特待生制度創設後の継続者の検証を行い、適正

な運用を研究し改廃も含めた見直しを検討する。 

特待生制度創設後に国による修学支援新制度

が創設されるなど、経済支援入試特待生制度の

在り方も含め特待生制度の検証を行うとともに、

適正な運用を研究し見直しを図る。 

・規程に沿って適正な運用を行って

いるが検証については達成できて

いない。

・文学部指定校制度の拡大に伴い、

現行の特待生制度の見直しを図り、

令和６年度入試より運用出来るよう

進めている。

〃 

入試制度改革 

①現行の指定校、特別指定校の見直しを検討し入学

者確保の一助となり得る実効性のある制度とする。

②英語４技能の評価や、ポートフォリオの評価・活用

方法について検討を重ね、本学が求める学生像を示

す。

現行の指定校、特別指定校の見直しを検討す

る。また、英語４技能の評価やポートフォリオの評

価、活用方法（点数化等）を検討する。 

併せて入試区分毎の募集人員の見直しについ

て検討を行う。 

新学習指導要領に沿った問題作成及び評価の

検討及び共通テスト利用選抜科目についての検

討を行う。 

① 新規入試（案）について提案し、

現行の指定校、特別指定校の見直

しとともに検討を進めている。

②活用方法について今後も継続し

て検討していく。

・新学習指導要領に沿って一般選

抜及び共通テスト利用選抜の教科・

科目の見直しを行い、令和７年度大

学入学者選抜における変更点を公

表した。

〃 

担当部署 記入責任者 

入試センター 

（職氏名） 

入試センター所長 照井悦幸 



(６)広報戦略室

 

＜目標＞ 

Ⅰ 地域における本学の特徴の明確化と伸長 

Ⅱ 学修者本位の教育の充実 

Ⅲ 組織的な学生支援の確立 

重点項目 課題 課題達成後の状況 達成方策 目標達成状況 実施部署 

①受験者・入学者開拓及び確保 ⅰ認知度・興味度・志願度の向上 

ⅱ接触者（資料請求・来校等）の分析 

ⅲ各入学試験で獲得すべき目標値と、タ

ーゲットの設定 

ⅳ来校イベントの再検証（時期・内容等） 

ⅴコア層の安定的確保 

・出願者の確保

・コア層拡大による入学者の安定的確保

・早期広報の実施

・各学科の魅力抽出及び発信の強化

（大学）

・幼児保育分野志望者に対しての認

知度向上と来校者の獲得（短大） 

・ライト層からの来校者獲得

・来校イベントの充実

・資料請求⇒来校⇒出願を経由する

層の拡大

概ね達成している。 

・出願者の出願ルートを分析しコア層のルートを把

握、来校からの歩留まり向上を目指しイベントを実

施した。

・開催時期と内容を見直し、3 月・6 月・8 月に実施、

来校からの出願歩留り率が向上した。短期大学部

では、出願者の約 7割がオープンキャンパス参加者

となり、一定の効果を得た。

・第一志望層ルートである「資料請求⇒来校⇒出

願」を経由する層の割合が向上した。

広報戦略室 

②高校との関係強化 ⅰ訪問校・時期・営業戦略等の再検討 

ⅱ各高校とのパイプの弱さ 

・高校（進路担当教諭）との関係構築

・本学への出願促進

・訪問営業体制の強化

・訪問ツールの強化

・「対話のある大学」を具現した情報

提供

概ね達成している。 

・高校訪問の際に用いる資料を見直し、さらに電子

化（タブレット導入）した。

・高校訪問をアポイント制とし、決定権者（進路指導

担当教員）に接触する機会を増やし営業力を強化し

た。

・訪問校の選定を本学への資料請求などの接触有

無やその高校の在籍者数から選定した。

・訪問担当者が各学科の詳しい説明を行えるように

各学科詳細資料を作成した。

広報戦略室 

③ブランディング方法の検討と

実施

ⅰブランド力の弱さ 

ⅱ競合校との差別化 

ⅲ発信力 

・ブランディング戦略の構築と実施 ・各学科の魅力を再検討し、各志望

分野の高校生の志向に合わせた

施策を実施

・競合等と比較した本学優位性の再

検討 

・課題点の抽出と改善方法の検討

・地域社会における本学の存在価値

の検討

概ね順調に推移している。 

・大学案内にて各学科の魅力を訴求できるコンテン

ツを追加した。

・「MoriDialog」vol3 を発行。各学科の先生の研究内

容紹介に加え、英語文化学科カリキュラム変更訴

求の特集を実施した。

・競合校との差別化を図るため、学科 LP の制作の

前段である差別化できる内容のブラッシュアップを

行った。（令和 5年度に学科 LPを公開予定）

広報戦略室 

担当部署 記入責任者 

広報戦略室 

（職氏名） 

室長 

髙 城 靖 尚 

令和４年度事業報告  - これからの時代を生き抜く知の体力を育成する大学へ – 
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④広報戦略の立案 ⅰ契約媒体やガイダンスごとの効果が

不明確 

ⅱ独自性や卓越性 

・費用対効果を分析することによる投資先

の集約

・根拠に基づいた戦略立案

・広く浅いアプローチから、ターゲット抽

出によるコア層の開拓

・各媒体の分析（効果測定等）

・受験動向の事前把握による広報計

画の検証

・ターゲティングによる、高校別営

業戦略の立案

・データに基づいた戦略立案

・ブランディング形成に係る広報戦

略の立案 

達成している。 

・システムの導入により各媒体の効果を把握してい

る。

・各媒体ごとの費用対効果を計算して CPAを算出。

CPAの価格から業者を選定し投資先を集約した。

・ガイダンス参加からの出願状況を把握し、より効

果が高いガイダンスのみに参加した。

・会場ガイダンスからの歩留まり状況が良くないこと

を鑑みて、高校内ガイダンスを中心に参加する方向

へシフトしたことにより経費削減にも繋がった。

⑤情報発信強化 ⅰ本学の地域での理解度 

ⅱ社会貢献に対する浸透度 

ⅲステークホルダーに対しての発信力 

ⅳ高校生に対する発信力 

・ステークホルダーに対する情報発信強化

・高校生に対する情報発信強化

・地域社会に対する情報発信強化に

よるブランディング形成 

・SNSでの情報発信強化

・リニューアル HPの運用

・高校生にとっての「リアリティ」

や「共感性」に訴えるコンテンツ

やツールの検討

・学生広報スタッフの拡充

概ね達成している。 

・各ＳＮＳを積極的に活用し情報発信を強化。順調

にフォロワー数が増えている。

・HP 内コンテンツとして「インタラクティブ動画」を制

作し公開した。

・学生広報スタッフを委員会に組織化し、研修を実

施。イベント参加者から高い評価を受けた。



令和４年度 事業報告 ― これからの時代を生き抜く知の体力を育成する大学へ ー 

＜目標＞ 

Ⅰ 地域における本学の特徴の明確化と伸長 

Ⅱ 学修者本位の教育の充実 

Ⅲ 組織的な学生支援の確立 

重点項目 令和 4 年度の課題 課題達成後の状況 達成方策 目標達成状況 実施部署 

学修支援力 １ 書架狭隘化対策 

２ 学修支援体制の整備 

３ 学修環境の整備 

現在最大 20 万冊の収容量を倍に拡張すること

で、数年規模で受入資料の配架に困難を生じな

い。現状以上の豊富な所蔵資料により、研究・学

修支援体制をより充実させることができる。 

１ 状況に応じた適切な情報リテラシー教育を時

間、場所に関係なく提供できる。 

２ 本学の研究成果を電子化し公開することで社

会貢献を果たすことができる。 

１ 情報の処理及び提供のシステムをセキュアで

コンビニエンスなものに更新することで、学術情

報をより確実・迅速に提供できる。

２ ラーニング・コモンズの新しい運用方法が可能

となる。 

１ 現在の配架体系を見直し、低利用

頻度資料の書庫移動を引き続き進

め、学内別棟への別置を検討する。 

２ 書架増設計画の策定の検討を開始

する。 

３ 増築計画の策定に向け、情報収集

を行う。 

４ 以上の方策を実施するため増員が

必須である。図書館事務室職員１名

の増員を陳情する。 

１ 動画コンテンツを増やし、当館公式

ウェブサイトから公開する。

２ 機関リポジトリ規程を整備すること

により、学内刊行物の登録数を増や

すよう努める。 

１ 情報管理室及び情報システムセン

ターと連携し、ICT 環境整備に努め

る。

２ 学修支援部署等と連携し、学生の

パソコン必携化に協力する。 

業者との協議の上書架増設案を定め、令和

5(2023)年度予算要求の際に新規事業として申請し

た。その結果、予算配賦が決定された。 

事務室職員の 1 名増は、令和 5 年度期初には実

現しておらず、土曜開館再開等他の業務を含めた事

業展開のために、早急に確保したいところである。 

１ 現状の動画の情報更新のみ対応し、レパートリー

の増加までは実現することができなかった。 

２ 規程の整備を実現し各学科の登録数を伸ばすよ

う体制を整えている。 

１ 引き続き関連部署と連携し、図書館館内の ICT環

境整備に努めた。 

  後援会助成により、一般回線 AP（アクセスポイン

ト）を増設、情報システムセンターに依頼し固定 IP

を設定。このことにより学内限定データベースが利

用できる範囲を増やすことができた。

  更に電波法改正に対応するために情報リテラシ

ー教育ステーション（学習室）の音響機器の更新と

して令和４年度事業としていた本件は完了した。 

２ 関連部署でのこの動きが起きず、何も協力をしな

かった。 

学長、図書館外

関係部署及び

委員会 

担当部署 記入責任者 

図書館 

（職氏名） 

盛岡大学図書館  

館長  矢野 千載 

（７）図書館
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地域貢献と情報発信力 １ 地域への知的活動と施設

開放等の充実 

２ 広報活動の充実 

３ 高大連携の充実 

４ 県内関連機関との連携強

化 

３ コロナ禍等に対応し、非来館型の電子資料（本

学研究教育成果物及び契約電子資料）の提供が

可能となる。 

１ 学内構成員以外でも図書館を利活用可能とな

り、地域 

貢献となる。 

２ 機関リポジトリを介して本学研究成果を誰も

が、活用できる。 

当館公式ウェブサイト及び刊行物を介して、誰も

が当館活動の情報を利活用することができる。 

盛岡大学附属高等学校をはじめとする高等学

校の探究学習に資することが可能である。 

岩手県立図書館等県内図書館との相互協力

が、より緊密になる。 

３ 電子資料の調達を引き続き行い、

予算及び購入の基本方針を検討す

る。 

１ 感染症蔓延状況に留意しつつ、附

属高等学校生及び附属幼保連携型

認定こども園保護者を含めた学外者

の利用を促進する。 

２ 機関リポジトリの整備充実を進め

る。 

当館公式ウェブサイト及び Twitter か

ら情報発信を進め、『図書館指南書』及

び『図書館報』を刊行する。併せて、『年

報』の刊行を検討する。 

盛岡大学公式ホームページから自

学自習用の文献探索の動画を公開

し、附属高等学校の求めに応じて、探

究学習支援を行う。 

１ 図書館資料の修理等について、岩

手県立図書館等県内図書館と合同

で研修会を開催する。 

２ 全国大学ビブリオバトル地区予選

の移管について、岩手県立図書館と協

議する。 

３ 令和 4 年度に 154 件（オンラインジャーナル 34

件、電子書籍 115件、オンラインデータベース 5件）

の電子資料契約導入を行った。また栄養科学部の

依頼を受け、選書時にデータベース契約経費に充

てることができるよう検討を行った。 

１ 学外者の利用は年間 218 人であり、コロナ以前に

戻りつつある。 

２ 昨年度、9 件（大学紀要 8 件、短大部 1 件）の本

学紀要類の論文の登録・公開を実施した。 

昨年度時点で 300アカウント以上のフォロワーを獲

得したほか、昨年度は合計 174 ツイートをした。『図

書館指南書』は新版に更新し、新入生全員に配布し

た。また図書館サポーターによる図書館報『Library 

News』を 3 回刊行、印刷物の配布と図書館ウェブサ

イトからの公開を行った。また『盛岡大学図書館報』

の創刊号を刊行し、当館の情報発信を盛んに行っ

た。

文献探索動画の公開は停滞している。附属高校

の依頼を受け、生徒に対する探究学習のための講

習の実施と館内での資料探索の機会を提供した。 

１ 合同では実施しなかったが、横手市立図書館の

ベテラン職員を招き、館内での資料修理研修会を

実施した。 

２ 令和 4(2022)年 11 月 12 日（土）に岩手県立図書

館４F ミニシアターにて、当館主催の全国大学ビブ

リオバトル大会の予選会を開催した。今後はいわ

て大学コンソーシアムでの協力開催を目指し、岩手

県立図書館を会場として連携を深めていくことを目

指す。



（８）地域連携センター

令和４年度事業報告―これからの時代を生き抜く地の体力を育成する大学へ ― 

＜目標＞ 

Ⅰ 地域における本学の特徴の明確化と伸長 

Ⅱ 学修者本位の教育の充実 

Ⅲ 組織的な学生支援の確立 

重点項目 課題 課題達成後の状況 達成方策 目標達成状況 実施部署 

６ 地域貢献と情報発信力 イ、産・官との連携 ・地域に根差した高等教育機関として、地域の

行政団体並びに民間企業との共同研究及び共

同連携事業を展開することにより、高等教育機

関としての認知度を向上させる。 

・各種補助金や助成金、委託金等の外部資金の

獲得が期待できる。 

・岩手県、県内市町村との包括提携または共同事業

の受託により、共同研究及び共催事業を継続的に実

施する。 

【令和４年度事業計画】 

（３）相互包括協定を結んだ地域との事業推進

ア 盛岡市との協定事業

・盛岡市主催の各種講演・セミナーへの講師派遣

を行う。

・盛岡市議会と大学生との懇談会を実施する。

・盛岡市との新たな共同事業等の研究。検討を行

う。

イ 滝沢市との協定事業

・スクールトライアル事業への学生派遣を行う。

・「学びフェスタ」等に学生の派遣を行う。 

・滝沢市議会と大学生との懇談会を実施する。

ウ 陸前高田市との協定事業

・公開講座の開催と拡充検討を行う。

エ 矢巾町との協定事業

・新規連携事業の検討を行う。

（４）地域の自治体や企業等との新たな連携事業の

検討

ア 新たな協定先（自治体）の研究、検討を行う。 

・民間団体との包括提携または共同事業の受託に

より、共同研究及び共催事業を継続的に実施する。 

【令和４年度事業計画】 

ア 国立岩手山青少年交流の家との協定事業

・各種事業に対し学生ボランティアの派遣を行う。

・目標達成としては、厳しい状況については

変わりなく新型コロナウィルス感染症の影響

により計画していた活動及び事業が、中止と

なることもあったが、規模を縮小し実施した

事業もあり、前年度よりも多少ではあるが、

実施された。 

・盛岡市議会と盛岡大学学生との意見交換会

は、実施された。 

・概ね達成できた。

スクールトライアル事業は、通常通り実施さ

れた。「学びフェスタ」については、コロナの

影響で縮小し開催され本学の学生の参加はな

かった。滝沢市議会との本学学生との意見交・

換会実施されなかった。 

・矢巾町との新規事業検討は、実施出来なか

った。矢巾町保育関連事業への教員派遣は、

実施された。 

・JA いわて中央、JA 全農からの米、野菜の贈

呈式を実施した。リコージャパンとの提携候

補とし意見交換を実施する。 

・概ね達成できた。

事業規模は、縮小されたが、学生ボランティ

アのはけんは実施出来た。

概ね達成できた。 

地域連携センター 

担当部署 記入責任者 

地域連携センター 

（職氏名） 

地域連携センター 

所長 紅林 健志 
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・新規連携事業の研究、検討を行う。

イ あいおいニッセイ同和損保との協定事業

・講義への外部特別講師の派遣要請を行う。

・学内各種研修会への講師派遣要請を行う。

・学外ボランティア活動への教職員・学生の派遣を

行う。

ウ 新たな企業等との連携先、連携事業について

の研究、検討を行う。 

・障がいスポーツ特別授業を実施した。あい

おいニッセイ同和損害保険株式会社本社での

特別授業は、コロナウィルス感染症の影響で

中止となった。 

・引き続き検討する。

エ、地域への知的活

動と施設開放の充実 

・高等教育機関として、社会貢献活動の一部と

しての責務を果たせる。 

・出前講座を実施する。

・行政団体並びに関連団体が行う各種諮問委員会、

各種委員会への委員の派遣を行う。 

・建学の精神に沿った、合目的的な事業等に関する

施設の提供、貸与を行う。 

・建学の精神に沿った、合目的的な事業等へのボラ

ンティア等の派遣を行う。

【令和４年度事業計画】 

（１）地域支援活動

エ 地域支援活動の推進（教育支援・復興支援・

子育て支援） 

・東北各県の高等学校等に出前講義を実施する。

・岩手県内高等学校への「総合的探究の時間」に

対し講師等を派遣する。

・九戸村「スマイル・サポート」事業への協力を

行う。

・災害復興学生ボランティア支援事業を行う。

・提携先行政機関の主宰する各種審議会等への

専門家（教員）の派遣を行う。

（２）地域との共同研究・事業の推進

ア いわて高等教育コンソーシアムとの連携

イ いわて高等教育地域連携プラットフォーム

に参画し、各種事業内容の検討を行う。 

・概ね達成できた。

高等学校で実施される「探究の時間」及び「模

擬授業」への講師派遣を実施した。提携先自治

団体からの各種審議委員会委員、専門委員の要

請に対し教員の派遣を実施。 

・教育支援として高校へ教員を派遣（前掲）

・九戸村「スマイル・サポート」事業中止とな

った。 

・本学が、主務校である「地域研究推進員会」

は休止状態であるが、コンソ各種会議への関係

教職員の派遣実施。「いわて高等教育地域連携プ

ラットフォーム」会議に出席し意見交換実施。

地域連携センター 

（大学総務部） 

（学生部） 

オ、生涯学修への支

援 

・本学の建学の理念により展開している専門研

究分野について、地域並びに社会の要請に応え

ることができるほか、人生１００年時代に対応

できる人材の育成に寄与できる。 

・地域から全国・世界へとの発信できる人材の

育成を本学のみならず、地域社会との協働によ

り展開できる。 

・公開講座を実施する。

【令和４年度事業計画】 

（１）地域支援活動

ア 盛岡大学、盛岡大学短期大学部の公開講座の

実施 

イ 子ども発達支援講座への協力

・行政団体が行う市民講座等への講師の派遣を行

う。 

・社会人を対象とした、レカレント教育の可能性に

・達成できなかった。

盛岡大学公開講座は、コロナの影響の影響に

より中止となった。短期大学部主催「子ども

発達支援講座」は実施できた。 

・引き続き検討する。

地域連携センター 

（大学総務部） 



ついて研究を行う。 
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（９）教員養成サポートセンター

＜目標＞ 

Ⅰ 地域における本学の特長の明確化と伸長 

Ⅱ 学修者本位の教育の充実 

Ⅲ 組織的な学生支援の確立 

重点項目 令和 4年度の課題 課題達成後の状況 達成方策 目標達成状況 実施部署 

４ 【学修支援力】 エ キャリア支援

１ 教員採用試験対策の実施体制を拡充

する。 

教員採用試験の２次試験対策の体制を維持し

たまま、１次試験対策の実施体制を拡充すること

で、教員採用試験の合格率が上昇する。 

令和４年度 改善策を実施しつつ、点検を行う。 

・スタートアップセミナー、基礎学力向上の動機づけ及

び対策の効果検証を行う。

概ね順調 教職支援対策課 

２ 教員採用試験情報を収集・発信する。 東北・関東地方の教育委員会からだけでなく、

外部機関から情報を収集し、教員を目指す学生

及び卒業生に提供することで、教員採用試験の

合格率が上昇する。 

令和４年度 改善策を修正し、実行する。 概ね順調 教職支援対策課 

３ 教員採用試験（公立）合格者の目標値

を達成する。 

  小学校  ３０％ 

  中・高校 ２０％ 

  栄養   １０％ 

 東北各県の小・中・高等学校に本学出身の教員

が多く配置されることで、大学の知名度が上昇し、

志願者が増えることが予想される。 

令和４年度 実施体制の改善策を実施しつつ、点検を行

う。 

概ね順調 教職支援対策課 

４ 教育実習を原則岩手県内で実施する

体制を構築する。 

 原則として、岩手県出身学生は母校での実習、

県外出身学生は教育実習協力校・園での実習と

なる。 

令和４年度  原則として完全実施する。 概ね順調 教職課程課 

５ 【組織マネジメント力】 ウ 自己点検評価のサイクル・報告書の作成

１ 教職課程の自己評価システムを構築

する。 

本学の教職課程が、文部科学省が設定した教

職課程認定基準に適合しているかを毎年確認す

ることで、教職課程の質の保証につながる。 

令和４年度  実施のため引き続き調査・研究を行う。 

・私大協等関係機関の動向を注視しつつ、本学の自己

評価システムの方向性を検討する。

やや遅れている 教職課程課 

２ 教職課程の第三者評価について調査・

研究する。 

本学の教職課程を外部機関が点検することが

必要であるかを検討し、導入の是非・時期を議論

する。 

令和４年度 私立大学教職課程協会等の動向を注視す

るとともに、他大学の動向を調査・研究す

る。 

概ね順調 教職課程課 

担当部署 記入責任者 

教員養成ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 

（職氏名） 

所長  山形 守平 

令和４年度 事業報告  ― これからの時代を生き抜く知の体力を育成する大学へ ―



令和４年度事業報告 No.1
担当部署

＜目標＞ （職氏名）
Ⅰ　地域における本学の特徴の明確化と伸長

Ⅱ　学修者本位の教育の充実

Ⅲ　組織的な学生支援の確立

重点課題 課題達成後の状況 達成方策 目標達成状況 実施部署
イ 教育課程の見直し

（DP・CP・APとの
連結）

　新教育指導要領を踏まえた、数
理・データサイエンス・AI教育につ
いて、一定の知識を修得している。

　学生部、カリキュラム委員会等とも協調
し、教養教育としての情報教育の在り方も
含めて検討していく。
　令和４年度についても引き続き関係各部
署とともに情報収集と情報共有を図ってい
きたい。この件はIT教育の流れ（小学校で
の「プログラミング教育」の必修化、2022
年の高校学習指導要領の全面改定による
「情報１」の必修科目化、2025年共通テス
トからの「情報１」の基礎科目化）などを
鑑みると早期の検討、準備、対応が必要で
あると思われる。

　令和４年度児童教育学科の教育課程にお
いて「情報処理基礎」が、栄養科学科の教
育課程においては「情報処理演習」が教養
科目の必修単位となった。
　数理・データサイエンス・AI教育につい
て、専門とする教員がおらず、検討を含め
対応できなかった。

オ 学修成果の向上
（教育の質保証）

　社会標準を踏まえた、情報セキュ
リティに関する基礎的な知識、およ
び情報倫理を身につけている。

　上記に加え、情報セキュリティを盛り込
んだ情報処理基礎の見直しを進めていく。
　令和４年度についても同様に見直しを図
りたい。

　「情報処理基礎」「情報処理演習」科目
について、令和４年度授業計画から、情報
セキュリティ及び情報モラルに関する内容
を盛り込んだ。全学生対象の「情報ガイダ
ンス」でも情報倫理教育を実施した。

ア 学修支援体制の整備

イ 学修環境の整備

４【学修支援力】 　学内での持ち込み端末を活用した
学修が促進され、また、Active Portal
を利用した出席確認の情報端末の通
信料を学生に負わせずに済む。加え
て、Eduroamの導入により学外での
学修環境も豊富になる。

アクティブラーニング等新しい学びに対
応するための全学を俯瞰したネットワーク
基盤・情報基盤の抜本的見直しと再整備、
学内Wi-fiの充実を図る。
　敷設以来交換されていない機器や耐用年
度を越えている機器による通信障害や設定
の複雑さなどが発生していることから令和
４年度についても更新と現代化を図る（複
数年度にわたる）。
　加えてA305教室及びD校舎のIT機器等に
ついての更新計画の策定に取りかかる。

　令和４年５月以降順次、新管理用サーバ
の本格稼働が開始した。基幹回線（光ケー
ブル）の換装及び体育館までの延伸、コン
ピューター室LANケーブルの更新、学術情
報ネットワーク（SINET）に接続する外部
専用線を10Ｇへ拡張するなど、ネットワー
クの現代化を推進した。

すべてのコンピューター室にWi-Fiを設
置することで無線環境をさらに拡充した。
　A305講義室はプロジェクター等の更新、
令和５年度予算には学生用端末等の更新費
用を計上した。Ｄ校舎のIT機器について
は、更新計画策定のための現状把握に努め
た。

　情報システムセンター
（学生部、図書館などと協調を検討す
る）

（１０）情報システムセンター

３【教育改革力】 　情報システムセンター
（学生部、関係委員会と協調を検討す
る）

－　これからの時代を生き抜く値の体力を育成する大学へ　－ 記入責任者

情報システムセンター 所長　　北形　元

重点項目
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　各部署において、Microsoft 365を利用し
たデータの共有化及び公開が進んでいるこ
とから、その要望をコンサルティングした
うえで、構築等のサポートが進められた。
令和５年１月からは、ランサムウェア対策
のためにMicrosoft 365データバックアップ
サービスを開始した。

情報セキュリティ向上のため、標的型
メールの訓練を開始した。

　情報システムセンター
（図書館、事務局、法人本部などと協調
を検討する）
なお、規則・規程に関連する部分につい
ては法人本部が中心となり、検討する必
要があると思われる。また研究内容・資
料のデータ化については図書館・総務部
（科研費の担当）とも協調して検討す
る。

５【組織マネジメント力エ データ資料の管理と公開　全組織を俯瞰した情報セキュリ
ティ体制が確立され、規則・規程類
及び各種データがオンライン上に整
備され、業務の効率化が図れてい
る。
　また、教員の研究内容や発表内容
についても他大学や他研究組織とセ
キュアに情報交換できるようにな
り、より研究活動が活発化してい
る。

　法人本部のDX推進準備委員会と協調し
ながら会議におけるペーパーレス化、電子
ファイル化、承認システムの見直しなどを
図る。
　令和４年度については引き続き研究内容
や資料についてのデータ化を図るための
オープンサイエンス、RDM事業への協力
を進める。基礎となる「学認」についても
早期の導入を検討する。またRDM操作な
どについて図書館、本センター、研究推進
部局（科研費、ということであれば総務部
か）で担うこととなるため、本学の人材で
対応できるのかもしくは委託とするのかな
ども含めて協調し、検討する。



令和４年度盛岡大学 事業報告 ― これからの時代を生き抜く知の体力を育成する大学へ ―

＜目標＞ 

Ⅰ 地域における本学の特徴の明確化と伸長 

Ⅱ 学修者本位の教育の充実 

Ⅲ 組織的な学生支援の確立 

重点項目 令和 4 年度の課題 課題達成後の状況 達成方策 目標達成状況 実施部署 

④ 学修支援力 ・ア 学修支援体制の整備

(2) 身体及び心のケア等については、学生が

メンタルヘルスに関する専門的な助言や援助

を受けられ、学生生活全般についても、気軽に

アドバイスを受けられるように「なんでも相談、

学生相談室」の相談時間や人員増等体制を充

実させる。また、「保健室、学生支援課」と「な

んでも相談室、学生相談室」との連携をいっそ

う強化する。

・イ 学修環境の整備

２ 学生同士の困りごとは、障がいの有無を問

わず学生同士似ていることがある。お互いの

違いを理解したり、学生生活の中で対処するノ

ウハウを学生同士でシェアし解決策のアイディ

アを出し合ったりするサロン（コミュニティ）を提

供し、調整役をする専門的支援者を配置する。

(1) 現在自然発生的に行われている支援が

必要な学生等の交流の状況を分析 

(2) 効果と必要性および方向性を模索しなが

ら、不定期に空き教室を使った交流の場を設

定  

３ 支援を必要としている学生をサポートする

学生（ピア・チューター）の養成をする。  

４ 障がいの有無にかかわらず、できるだけ多

くの人が学び易いような（ユニバーサルデザイ

ン）環境作りを目指し、ＳＤ・ＦＤ研修や教職員

研修の場で講師を招き、多様な学生への理解

を深め、どのように関わればよいか実践例を

踏まえた講演等を企画する。

・基本的な理解を深めるための企画として

研修会を提案 

身心及び心のケア等の専門部署としてウエル

ネスセンターが整備され、連携が強化された。

相談支援強化週間としてサロン活動を実施した

が、ピア・チューターの養成やユニバーサルデザ

インを目指した研修等は新型コロナ感染拡大に伴

い、感染者対応並びに対策を優先したため実施

できなかった。

④学修支援力

ア 学修支援体制の整備

（2）

イ 学修環境の整備

①当初の計画以上

に進展している

②やや遅れている

ウエルネスセン

ター

担当部署 記入責任者 

ウエルネスセンター

所長 久保木 眞 

（１１）ウエルネスセンター
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（12）盛岡大学附属高等学校

令和 4 年度事業報告 

（1）入学者定員の安定的な確保（令和５年度入試）

今年度も、入試会場を本校、都南の２会場として実施。生徒募集活動ではコロナに

よる多少の制約はあった中でも、東京会場での入試説明会（12 名）・入試相談会（32

名）を実施し大きな成果があげられた。また、オープンスクールの参加者は 531（R1）、

610（R2）、804（R3）、628（R4）で数字的には昨年より大幅に減少したが、昨年度は

コロナ禍のために取りやめた県立高校があり、中学校では高校の雰囲気を体験するた

め参加を促していたためであり、中学校卒業生が盛岡地区で前年度から約 200 名減少

したことを考慮すると及第点の数である。志願者数については、下記のとおり推薦志

願者・一般志願者ともに減少したが、現況ではほぼ予測できた数である。むしろ検定

料・授業料の値上げにも関わらず最終的にこの入学者数を確保できたのは大健闘であ

る。これは入試課を中心に中学校訪問を繰り返したこと、高大連携進学コースの魅力

を伝えられたこと、推薦入学者への入学金減免・盛岡大学進学者への入学金の免除と

いう奨学金制度の充実等がその要因と考えられる。また、公立高校入試の歩留まりに

ついては昨年度の 10.1％から 11.3％に微増し、定員を超える入学者数確保につなが

った。

31 年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

推薦志願者 １２７ １１７ １２５ １７５ １６１ 

一般志願者 ２７５ ３７９ ３９２ ４６４ ３２６ 

入 学 者 １５３ １７３ １４７ ２１８ １９６ 

（2）カリキュラム・マネジメントの推進

カリキュラム・マネジメントの一環として、建学の精神を生かしながら本校の存在

意義や期待されている社会的役割、そして目指すべき学校像を「スクール・ミッショ

ン」として再定義したものを今年度も「目指す学校像」として経営計画に盛り込んだ。 

目指す学校像 

１ 愛と奉仕の精神に則り、主体的に生きる人間を育成する学校 

２ 社会の形成者となることを意識し、高い志を掲げる人間を育成する学校 

３ 自らを律し、他者を尊敬、尊重できる、自立した人間を育成する学校 

コロナウイルス感染症対策については、ウェルネスセンターとの連携を図りながら

柔軟な対応を心がけた。残念ながら、３年度末に全国大会に出場した柔道部が遠征後

に集団でコロナ陽性となり、年度明けには野球部を中心にクラスターが発生して、３

日間の学校閉鎖措置を行うこととなり、各方面に多大なご心配、ご迷惑をおかけした。

その後、第 7 波、第 8 波と全国的に感染拡大が続いたが、養護教諭を中心に迅速な対

応を心がけ、ウェルネスセンターの指示を仰ぎながら感染対策を実施し、クラスター

等を出さずに学校行事等を滞りなく行うことができた。 

 生徒１人１台の端末の整備（新１年生からは BYOD）並びに教室等の ICT 化の推進

（電子黒板の設置）については、教務課を中心に計画通り行うことができた。職員研

修会も積極的に行い、若手教員を中心に授業でも効果的な活用が見られた。GIGA ス

クール構想にあるように、時代の変化や社会の要請と共に教育も変化していく。その

ような変化の中にあっても、学校教育の根本は、「すべての生徒に確かな成長感があ

る、魅力溢れる教室」の実現であることを忘れず今後も精進しなければならない。
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（3）新教育課程の実施

今年度から新学習指導要領が年次進行で始まり、主体的・対話的で深い学びの実現

に向けた授業改善や、カリキュラム・マネジメントの確立、「知識・技能」「思考・判

断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の３観点に整理された観点別学習状況の

評価による指導と評価の一体化などが求められている。特にも観点別評価の在り方に

ついては教員間により相変わらず差が大きく、学習評価とは「学習状況を適宜把握し

て指導の改善に生かすことに重点を置く」と示されているように、評価結果を教師自

身が授業改善に生かすとともに、生徒が自らの学習改善に生かすことにより、目標に

掲げられた資質・能力をすべての生徒に実現させることを目指す方向へのシフトチェ

ンジが必要となってくることから、日々の授業の在り方等を可視化する校内研修の必

要性を実感させられた。

今年度は入学者が定員を大幅に超えたことにより１学年を６クラス編成としたた

め、業務的に教職員に多大な負担をかけることとなった。また、移行期により４つの

コースが存在することになり、多忙に拍車をかけることにもなった。進学コースでは

野球部、柔道部、陸上部を中心に実績を残した。今年度最後となる教育系大学進学コ

ースからは盛岡大学・短期大学部へ在籍 29 名中 21 名の進学者を送り出すことができ

た。特別進学コースでは一般入試で、電気通信大学Ⅱ類、岩手大学農学部、岩手県立

大学看護学部に合格者を出すなど、27 名の在籍から合計４名の国公立大学合格者を

輩出した。なお、男子生徒 1 名が東京大学理科Ⅰ類に挑戦したが残念ながら合格には

至らなかった。

（4）高大連携の更なる充実

例年通り年２回（７月と３月）の連携に関する協議会を開催した。高校で実施して

いる入試広報センターによる大学紹介や、学科ごとの出前講義により、生徒の盛岡大

学への関心は高まってきており、少しずつではあるが入学希望まで繋がりつつある状

況である。高校のオープンスクールでの盛岡大学見学は、６年目を向かえ、第１回

11 名（保護者 5 名）、第２回は 7 名（保護者 1 名）の参加であった。 

 今年度２年目を迎えた高大連携進学コースは、大学のご協力をいただき出前講座、

大学公開講座、総合的な探究の時間における発表会等計画していた連携事業は無事実

施できた。探究の発表会については、中間発表では日時の設定に問題があり、大学教

員の出席がなかったため、本来ここで指摘されるべき課題等がないまま、最終発表に

なってしまった。大学の教室を借りての発表会には複数の大学教員並びに学生にも参

加していただき、沢山の課題等を頂き実りのあるものになった。ただ生徒はそれぞれ

問題提起そして提案という形式で興味深い発表を行っていたが、大学教員からはかな

り厳しめのコメントもあり、対象が高校２年生であることをもう少し配慮して欲しか

ったというのが率直な感想である。今回の反省を下に、さらに意義深い探究になるよ

う来年度に向けて改善を図っていきたい。なお、新２年生（２クラス）の系列は、教

育学系 30 名、文学系 14 名、栄養科学系 17 名となっている。 

 進学コースからの盛岡大学・短期大学部への進学は 10 名、特別進学コースからは

9 名（学校全体では盛岡大学へ 32 名、短期大学部へ 8 名の計 40 名）であった。 

－ 33 －



（5）教職員の資質向上

コンプライアンス遵守に係り、毎月の定例職員会議の席で規範意識の向上を図るた

め、職員の輪番によるコンプライアンス講話を今年度も継続した。また、不祥事防止

に関する通知や関連事案の新聞報道についても、即時に増刷し全職員に配布するな

ど、各自の意識向上に役立てた。また、職員が悩みや不安材料を一人で抱え込むこと

のないように、何でも相談し合える職場の雰囲気づくりに配慮した。年度始めと 12

月～１月にかけて年２回の全職員の個別面談を実施し、一人ひとりの勤務状況、心身

の状況の把握に努めた。そんな中ではあるが、残念ながらハラスメントに関する事案

もあり、常に目標としている「風通しの良い職員室」にはなっていない状況であるこ

とも散見された。コロナ禍であること、クラス数に見合った教員数が確保できていな

いことによる多忙化などの要因も考えられる。これまで以上に教職員に対する指導及

び徹底を図り、不祥事の未然防止に取組んでいかなければならない。現在も職場の人

間関係に悩みを抱えている職員も複数存在しており、その者たちへのケアも継続的な

課題となっている。 

（6）生徒の安全面等環境に配慮した施設設備の改善

①自転車置き場の整備

②ICT 教育設備（プロジェクター、電子黒板等）の充実

③駐車場のアスファルトの修理④校舎窓の落下防止のための改修）

②の ICT 環境の整備についてはほぼ計画通り行われたが、その他については改善

されていない状況である。老朽化が進んでいる箇所が多々あること、特別進学コ

ース棟の自転車置き場に屋根を設置してほしいという保護者からの強い要望も

あることから、今後も安心・安全な教育環境づくりのためにも教育環境の改善を

進めていく必要がある。

－ 34 －



（13）盛岡大学附属幼稚園

令和 4 年度事業報告 

事業計画項目 進捗状況等・実施結果等 

1.教育の質向

上
(ｱ)処遇改善にかかるキャリア

アップ研修への参加。

(ｲ)園長・設置者宛の経営セミナ

ー等の参加。

(ｳ)他園の公開保育・研究協議に

積極的に参加する。

(ｴ)園内研修の時間を確保し、実

践に活かしていく。

(ｱ)処遇改善加算対象のキャリアア

ップ研修に各自参加。

(ｲ)園長研修、経営セミナーに参加。 

(ｳ)聖パウロ幼稚園、都南幼稚園の

E-SEQ 公開保育にて研修。

(ｴ)新園になったことで、保育や行

事の実施意義と方法等を一つ一つ

職員間で見直しに時間をかけた。

その他の研修については、保育教

諭がシフトで勤務時間帯が異な

り、多くの集う時間が持てなかっ

た。いくつかの事例を張り出し疑

問や意見を付箋で出し合うなど工

夫して研修を実施。

2.小学校接続 (ｱ)幼保連携型認定こども園教

育・保育要領に基づき、園内研

修を主に幼稚園教諭から小学

校教諭にかかわりの意図を伝

えるため、円滑な幼小接続に向

けた研修及び交流を行う。

(ｱ)幼・保・小連絡会へ参加したり

北厨川小学校とリモートでメッセ

ージの交換をしたり、コロナ感染

対策のため積極的にはできなかっ

たが交流を実施。

3.特別支援研

修と対応

(ｱ)園務分掌にて特別支援教育

担当に値する役割を配置する。

(ｲ)預かり保育に在籍する特別

な支援を要する子どもへの加

配を行い、公定価格補助金対象

の事業とする。

(ｳ)(ｱ)を中心に共に育ちあう保

育のありかたについて研修会

に参加する。

(ｴ)特別支援の研修会に積極的

に参加する。

(ｱ)園務分掌にて特別支援教育担当

として主幹保育教諭を配置。特別

な支援を要する園児の個別支援計

画を作成し、進学・進級時に支援

が継続できるような橋渡しの役割

を担った。

(ｲ)特別な支援を要する園児が預か

り保育を利用する際には、特別支

援教育担当者と預かり保育担当者

が情報の共有を行い、保育士を加

配し保育にあたった。

(ｳ)特別支援の研修会に参加。クラ

スの子ども達と共に育ち合う環境

やかかわりについて、客観的な視

点で自らの保育を見直し。

(ｴ)子どもの障害や持っている特性

を理解し、個々にとってより充実

した園生活を送るための具体的な

手立てを、研修等で学んだ。

4.子育て支援 (ｱ)主幹教諭を選任に置き、子育

て支援を担う。未就園児サーク

ルや子育て相談を企画担当す

る。

(ｱ)主幹教諭２名を専任の子育て支

援担当として配置し、年間７回の

未就園児サークルと子育て相談を

企画。 
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(ｲ)未就園児サークルの宣伝用

広告の作成と配布

(ｳ)未就園児サークルの活動内

容の工夫と充実

(ｴ)子育て相談の周知

(ｲ)未就園児サークルのチラシを作

成し地域の各家庭に配布した。広

報紙やフェイスブック、HP 等を使

い周知を図った。 

(ｳ)保護者のニーズや季節感を大事

に計画し、０歳児から２歳児まで

が一緒に楽しめる内容を検討して

実施した。リーピーターが多く入

園につながっている。 

(ｴ)未就園児サークルでは、保護者

が安心して子育てについて話がで

きるような雰囲気作りを心掛け

た。 

5.園務を円滑

に行う為の環

境整備

(ｱ)乳幼児保育に必要な、環境整

備を行う。

(ｲ)こども園移行に伴う事務負

担を想定し、事務職員を配置す

る。

(ｳ)松園までの園児送迎バスを

依頼し、職員負担を軽減する。

(ｴ)各職員の事務負担を円滑に

行うため、新規パソコンを導入

する。

(ｱ)他施設を参考に０歳児保育室の

環境について検討し、遊具やゲー

ジ・哺乳瓶の殺菌保管庫等を購入

し設置。

(ｲ)こども園として事務職員を４名

配置。

(ｳ)富士モーターサービスに、松園

幼稚園からの園児を送迎するため

のシャトルバス運行を依頼し、発

着地での受け入れ専任の人員も配

置。

(ｴ)令和４年度にパソコンを２台購

入。園児の登降園の状況を各保育

室で把握をしたり保育の記録をし

たりと活用が進んでいる。

6.ICT 化 の 導

入

(ｱ)勤怠管理システムを導入す

る。

(ｲ)おが〜るシステムを有効活

用し、事務の効率化を図る。

(ｱ)常勤職員は勤怠管理システムを

活用。

(ｲ)おが〜るシステムにて、園児の

登降園の確認記録、延長保育、預

かり保育等の利用状況を管理。

7.広報活動 (ｱ)盛岡大学附属幼稚園の新規

パンフレットを作成する。

(ｲ)新たに HP を新設する。

(ｳ)フェイスブックやインスタ

グラムを開設し、新しいこども

園を広く周知する。

(ｴ)盛岡大学附属幼稚園のイメ

ージマスコットを作成し、新園

のイメージアップを図る。

(ｱ)新園のパンフレットを作成し、

来園者や入園希望者に配布。

(ｲ)新規 HP を開設し、保育の日常と

園の魅力を発信。

(ｳ)フェイスブック、インスタグラ

ムを新規開設。公式 YouTube を開

設し、コロナ感染のために入場制

限をしている行事の様子を保護者

に期限付きで配信。

(ｴ)新園のクラスマークにイメージ

マスコットや園名のロゴを作成し

様々な場面で活用。園章を検討中。 

－ 36 －



8.感染症予防

への対策

(ｱ)おがサ〜モを導入する。

(ｲ)エタノール、手洗い洗剤、ペ

ーパータオル、予備マスク等、

ウイルス感染予防に必要な備

品の購入。

(ｳ)最新の情報を基に子ども達

が安全で衛生的な生活を送る

ことができるよう、感染症予防

対策に関わる研修会に参加す

る。

(ｱ)おがサ〜モを設置。来園者の検

温や園児の体温の確認記録に活

用。

(ｲ)新型コロナウイルスやインフル

エンザ、ノロウイルス等の感染予

防に有効な、次亜塩素酸ナトリウ

ムの薬剤（ピューラックス）を購

入し消毒。

(ｳ)様々な危機管理や衛生面につい

ての研修会に参加し、新型コロナ

ウイルス等の感染予防について見

識を深めた。
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3 役員会等の開催状況

（１）理事会　　

３月２３日
（２回目）

①第2号基本金の組入れ計画の変更について　②令和4年度予算の第2次補正について
③令和5年度事業計画及び予算について　④盛岡大学学則の一部改正について
⑤盛岡大学附属幼稚園園則兼運用規程の一部改正について　⑥盛岡大学文学部教育
職員採用候補者の着任時期の変更について　⑦盛岡大学栄養科学部教育職員の採用
について　⑧学校法人盛岡大学施設設備サポート募金を行うことについて　⑨令和5
年度スクールバス業務委託契約及び通学用定期券契約の承認について　⑩盛岡大学
文学部教育職員の採用について

２月２４日
①役員賠償責任保険の更新について　②盛岡大学文学部教育職員の採用について
③盛岡大学文学部教育職員の教授昇格について

３月２３日
（１回目）

①理事の選任について　②評議員の選任について　③評議員の推せんについて

１１月２４日
①盛岡大学及び盛岡大学短期大学部学長の選任について　②盛岡大学附属高等学校
選任教育職員の採用及び学校長の選任について　③盛岡大学客員教授の任期更新に
ついて

１２月１５日 ①盛岡大学文学部教育職員の採用について

１月２６日
①盛岡大学文学部長の選任について　②盛岡大学短期大学部長の選任について
③盛岡大学文学部教育職員の採用について

８月２５日
①盛岡大学短期大学部から盛岡大学文学部への編入学生に対する入学金の免除につ
いて

９月２９日 ①スクールバス全路線及び岩手県北バス盛岡大学線の無料化について

１０月２７日
①盛岡大学附属高等学校学則の一部改正について　②令和4年度予算の第1次補正に
ついて　③盛岡大学栄養科学部教育職員の採用について　④盛岡大学客員教授の任
期更新について

５月２６日
（２回目）

議題なし（報告事項のみ）

６月３０日
①盛岡大学文学部教育職員の採用について　②盛岡大学客員教授の任期更新につい
て

７月２８日
①令和5年度盛岡大学附属高等学校生徒納付金等の増額について　②盛岡大学附属高
等学校学則の一部改正について　③令和4年度盛岡大学附属高等学校奨学金予算総額
を増額することについて　④盛岡大学栄養科学部教育職員の採用について

開催月日 議　　　事　　　内　　　容

４月２８日 議題なし（報告事項のみ）

５月２６日
(１回目）

①評議員の選任について　②令和3年度事業実績報告及び決算について
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（２）評議員会　

（３）常勤理事による案件審査会議

３月２３日

①理事の選任について　②評議員の選任について　③第2号基本金の組入れ計画の変
更について　④令和4年度予算の第2次補正について　⑤令和5年度事業計画及び予算
について　⑥盛岡大学学則の一部改正について　⑦盛岡大学附属幼稚園園則兼運営
規程の一部改正について　⑧学校法人盛岡大学施設設備サポート募金を行うことに
ついて

　　理事会議題及び同報告事項を纏め上げるための予備討議を行い、コンセンサスを
  図っている。令和４年度は１７回開催した。

５月２６日 ①理事の選任について　②令和3年度事業実績報告及び決算の報告について

７月２８日
①令和5年度盛岡大学附属高等学校生徒納付金等の増額について　②盛岡大学附属高
等学校学則の一部改正について

１０月２７日
①盛岡大学附属高等学校学則の一部改正について　②令和4年度予算の第1次補正に
ついて

開催月日 議　　　事　　　内　　　容
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４　監査の実施状況

　（１）令和4年度の監査報告書は下記のとおりである。

　（２）監事2名のうち、1名は週4日出勤し常勤監査体制を高めている。

　（３）例月の監査の実施状況は以下のとおりである。

　　　　ア　理事会及び評議員会には原則として毎回2名出席し業務の執行状況を監査して
　　　　　いる。また、案件審査会議についても後日、協議資料をもとに開催状況を監査し
          ている。

　　　　イ　財務状況に関する監査の充実という観点から、監査法人監査には常勤監事が
　　　　　立会いしている。

　　　　ウ　日常は、現預金・重要保管物等の実査及び公印管理状況をはじめ、各種コン
　　　　　プライアンスの遵守状況等について監査を実施し、業務の改善を促している。

　　　　エ　決算監査は関係法令、学校法人会計基準、寄附行為に基づいて行っている。
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